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Ⅰ 検討会の趣旨

水産資源は、適切な管理により持続的な利用が可能な資源であり、その適切な保存

と管理は、国民に対する水産物の安定供給の確保や水産業の健全な発展の基盤となる

極めて重要なものである。

しかしながら、我が国の漁業生産は、かつてマイワシの豊漁等により支えられ１千

万トンを越える水準にあったが、その後のマイワシ資源などの減少や遠洋漁業からの

撤退等により2010年（平成22年）には531万トンまで減少し、その後も東日本大震災

の影響等もあり500万トンを下回る水準となっている。こうした状況のなかで、水産

日本の復活を果たすためには、世界三大漁場と言われる我が国周辺水域の恵まれた漁

場環境を活かしながら、水産資源の適切な管理を通じて、水産資源の回復と漁業生産

量の維持増大を実現することが緊要な課題となっている。

このため、本年３月に水産庁内に有識者からなる「資源管理のあり方検討会」を設

置し、今後の資源管理のあり方について検討を行うこととした。

Ⅱ 検討の経緯

上記Ⅰに記した趣旨を踏まえ、本検討会は、以下を主な議題として、別紙１に記し

た日程で開催された。

ア）漁獲可能量（ＴＡＣ）制度や資源管理指針・計画体制等、現行の資源管理に関

する現状と課題

イ）個別割当（ＩＱ）方式又は譲渡性個別割当（ＩＴＱ）方式の我が国への導入

ウ）資源が回復しつつあるマサバ太平洋系群や、資源が悪化している太平洋クロマ

グロ、スケトウダラ日本海系群、トラフグに関する資源管理の進め方

なお、検討にあたっては、現場の事情に精通した実務者・研究者を委員に含めると

ともに（別紙２）、実際の漁業に従事している者を参考人として招いて意見を聴取し、

可能な限り実態に即した議論を行った。

Ⅲ 資源管理施策について

１．我が国資源管理と今後の課題

（１）我が国漁業の特徴と資源管理制度

我が国の国土及びその周辺水域は、中緯度地域に位置しながら、亜熱帯から亜寒

帯にまで広がっており、漁獲の対象となる魚種や操業が行われる自然環境の多様性

が極めて高い。また全国各地において地先水面から沖合域にわたり様々な漁具漁法

を用いる大小の漁船が多数操業している。かかる状況を反映して、国や都道府県に

よる公的な漁業管理制度の下で、水揚金額のプール制やＴＡＣ管理のための自主取

極など、地域や漁業の実態に即した漁業者の自主的な取組が資源管理に重要な役割

を果たしている。

特に平成23年からは、資源管理指針・計画体制が発足し、漁業許可制度やＴＡＣ

制度等の公的管理に加え、国及び都道府県が策定した資源管理指針に沿って、漁業
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者が自主的に作成した資源管理計画に基づく操業が行われている。このような公的

管理と自主的管理の統合は共同管理（コ・マネジメント）と呼ばれ、世界的にもそ

の意義が認識されつつある。

我が国漁業の特徴と資源管理制度の成り立ちを踏まえると、今後、資源管理の更

なる改善を図っていくためには、かかる公的管理及び自主的管理の両方について高

度化を図った上で、両者の適切な連携を確保することが求められていると言える。

（２）資源状況と問題意識

我が国の海面漁獲漁業生産は、かつては１千万トンを超えていたが、現在では50

0万トンを下回る水準となっている。その背景には、マイワシ資源の減少や遠洋漁

業からの撤退があり、東日本大震災の影響等も無視できない。しかしながら、世界

三大漁場を擁する我が国周辺水域において、現在の生産レベルが限界であり増大の

余地が無いのかについては、今一度問い直す必要があると考える。

近年の我が国周辺水域の水産資源を見ると、全体の６割の魚種について資源水準

が中位あるいは高位にある一方で、低位にある魚種も４割程度存在している。また、

現在の資源水準にかかわらず、資源動向が減少傾向にある魚種が見られる。水産資

源は一般的に増減を繰り返すものであり、海洋環境の収容力を踏まえると全ての資

源を高位に保つことは困難であるが、仮にこれら低位あるいは減少傾向にある魚種

の一部について資源の維持回復が図られれば、我が国周辺水域における漁業生産を

増加できることから、資源管理のあり方については、更なる検討が求められる。

このためには、我が国の漁業管理体制を幅広く検証し所要の改善を図ること、特

に資源が低位水準あるいは減少傾向にある魚種に対してより効果的な資源管理を行

うことにより、資源の維持回復を実現することが必要である。

２．水産資源の評価について

（１）水産資源を持続的に利用するためには、資源の状態をよく知る必要があり、我が

国は、我が国周辺水域の主要資源52魚種84系群の資源評価を毎年実施している。資

源評価は、漁獲データ及び調査データを使って資源状態を推定するものであり、こ

の結果に基づき管理方策の提案を行うものである。

（２）資源調査・評価は、水産庁が独立行政法人水産総合研究センター（以下、「水研

センター」という。）を中心に、全国の都道府県水産試験場、大学、一般社団法人

漁業情報サービスセンターで構成される共同実施機関に委託して実施しており、全

国の水産研究機関との間でネットワーク体制が構築されている。水研センターには

10の研究所、都道府県には39の水産試験場等の合計49機関、調査船については、水

産庁に１隻、水研センターに９隻、都道府県には69隻の合計79隻の体制となってお

り、全国隈なく情報を収集することができる体制が組まれている。

（３）この体制の下で、漁業者から提出される操業回数などの漁獲努力量、漁獲量、漁

具等に加えて、様々な統計資料から魚種ごとの漁獲量、漁業種類ごとの漁獲量など

を把握したり、主要な水揚港から代表的な漁獲物を選び、体長や体重を収集してい

る。

（４）加えて、漁業とは独立した情報を収集するために、調査船調査において、計量魚
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群探知機、トロール網などを用いて、直接資源量を把握するとともに、資源の分布

や加入状況に関するデータも収集している。更に、水産資源は年齢と成長の関係や

何歳で親になるのか、どこで生まれどのような移動をするのか等の性質によって評

価や管理の仕方が異なるため、漁獲物や調査船調査により収集した耳石や鱗から年

齢・日齢・成長を把握したり、年齢別の成熟状態や産卵時期、食う（捕食）・食わ

れる（被食）関係など、資源の性質についての調査も実施している。

（５）得られたデータを分析・検討した結果を基に、一定の計算方法に沿って資源評価

を行っている。資源評価の結果として、資源の水準及び動向を示すとともに、資源

量などのデータが揃っている場合は、資源回復措置を講じなければならない資源レ

ベルを表すBlimitや、禁漁又はそれに準じた措置を提言すべき資源レベルを表すBb

anも示している。資源評価の結果、計算が可能なものについては生物学的許容漁獲

量（ＡＢＣ)を提示している。特に、ＴＡＣ設定魚種については、現在の資源状態

や将来の動向予測等から許容されるいくつかの漁獲シナリオ（複数のＡＢＣ）を提

示しており、関係者が社会・経済的状況を踏まえて選択できるようになっている。

（６）このような我が国のデータ収集方法や資源評価手法は、国際的に著名な専門家を

含め外部有識者の助言も得て実施しているものであり、他の先進国と比べて遜色の

ないものとなっている。

（７）資源評価の取りまとめにあたっては、資源状態に関する漁業者の認識とのズレを

解消するとともに、評価結果に基づく管理措置の導入に対する漁業者の理解を得る

ため、漁業者との意見交換や説明会を開催している。具体的には、資源評価を実施

する前に関係漁業者と会合を持ち、資源評価に用いるデータについて認識を共有す

るとともに、漁模様を聴取し、資源評価の参考としている。また、資源評価を確定

させるにあたっては、関係漁業者や資源研究に係る外部有識者から意見を聴取して

いる。更に、資源評価の理解を得るため、評価結果についても関係漁業者に説明し

ている。

（８）資源評価結果は、印刷物として各水産試験場や大学等に送付しているほか、イン

ターネットで漁業関係者を含む一般国民に広く公開している。また、サンマ、マイ

ワシ、マサバ、スルメイカなど、その漁場形成が海洋の状態によって大きく変化す

る魚種については、数ヶ月先の海況や漁況の予報を発表している。

（９）今後、資源評価の更なる精度向上に向け、データを長期間にわたって蓄積してい

くとともに、 現在必ずしも十分な漁業データが得られていない魚種については、

漁業者からの協力強化を含め様々な手法により漁業データ収集を図ることを検討す

る。

（10）水産資源は、卓越年級群の発生など、加入の良し悪しによって大きく変動し、海

洋環境がこれに影響を与えている可能性があることから、海洋環境と中長期的な資

源変動のメカニズムを明らかにし、資源評価の精度向上に順次活用していくことと

している。

３．公的管理の高度化

（１）ＴＡＣ制度
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ア）資源管理の基本アプローチとＴＡＣ制度

水産資源を適切に管理するための方策としては、①漁獲能力や漁獲努力量といっ

た投入量を規制するインプットコントロール、②漁具・漁法の規制等を通じて管理

を図るテクニカルコントロール、③個別魚種の水揚等の産出量を規制するアウトプ

ットコントロールという３つの基本的なアプローチがあり、特定魚種について年間

の総漁獲量の上限を設けるＴＡＣ制度は、アウトプットコントロールの代表例であ

る。

我が国においては、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第

77号。以下「資源管理法」という。）に基づき、平成９年からＴＡＣ制度を実施し

ており、現在は我が国周辺水域の７魚種を対象としている。加えて、国際的に管理

されるマグロ類等一部の魚種については、資源管理法によらずに漁業法（昭和24年

法律第267号）の規定に基づき漁獲量の管理を行っている。

平成20年には、ＴＡＣ制度等に係る有識者懇談会が開催され、そこで示されたＴ

ＡＣ制度の運用に関する課題と改善方向を受けて、今日では、①ＴＡＣの数量をＡ

ＢＣを可能な限り超えることのないようにすること、②ＴＡＣ設定にあたり公開説

明会の開催等を通じて透明性を確保すること、③ＴＡＣの漁期中の改訂についてル

ールを定めわかりやすいものとすること、等のＴＡＣ制度の運用について改善が図

られてきている。

イ）ＡＢＣとＴＡＣ

その一方で、現在でもスケトウダラ日本海系群等においてはＴＡＣとＡＢＣが乖

離していることも事実である。これら魚種は、資源状況が低位あるいは減少傾向に

あり、資源の維持・回復措置を講じる必要があるものの、当該魚種に依存する漁業

や地域社会の事情を勘案し、やむを得ずＡＢＣを超えたＴＡＣを設定してきた経緯

がある。

国連海洋法条約及び資源管理法とも、ＴＡＣの設定にあたっては科学的情報に加

えて漁業の経営等の状況を勘案することを規定しており、制度上はＡＢＣを超えた

ＴＡＣを設定することは許容され得る。一方で、ＴＡＣは資源を適切に管理するた

めのものであり、資源の回復は急務であること、また、長期的に見ても資源の持続

性を損なったままでは健全な漁業経営や地域社会の発展は見込めないこと等を踏ま

えると、今後はＴＡＣをＡＢＣと等量とすることを原則とし、仮に乖離があるとし

ても可能な限りＡＢＣに近づけるべきである。その際には、資源状況及び資源回復

のための目標が漁業者に理解されることや、当該資源に伝統的に依存してきた漁業

者や漁業地域に対する影響の緩和も検討することが必要となろう。

ウ）ＴＡＣ以外の管理方策

もちろん、適切な資源管理はＴＡＣのみで達成されるわけではなく、アウトプッ

トコントロールを広く導入している欧米諸国においても、新規参入の規制といった

インプットコントロールに加え、漁具の仕様や漁場等に関して多くのテクニカルコ

ントロールが実施されている。とりわけ、我が国周辺水域の資源のように加入変動

の大きい資源においては、その変動を正確に予想することが極めて困難であること

から、アウトプットコントロールによる資源管理を実施しても、その予想とは異な
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る資源変動結果となる場合も認められる。よって、我が国においては、資源の維持

・回復を図るため、ＴＡＣ制度による数量管理の限界も念頭に置きつつ資源の再生

産を確保するような措置が併せて講じられるべきである。

なお、資源が広域に回遊すること、広い地域で多くの漁業者が関係していること、

その中の多くの漁業が定置網等の魚種選択性の低い業種であることが、資源管理措

置を講じる際の困難性を高めている。よって、より効果的な管理措置を講じるため

には、各地域・漁業種の自主性を尊重しつつも、必要に応じて関係都道府県の連携

や国の関与が求められる。また、各種漁業の特性を踏まえた具体的な管理方策につ

いては更なる検討が必要である。

エ）ＴＡＣ対象魚種

ＴＡＣ制度の対象魚種に関しては、平成10年のスルメイカ以降、追加されていな

い。この点について本検討会は十分な議論を行っていないが、水産政策審議会や広

域漁業調整委員会等を通じた検討を継続することが必要である。その際の議論は、

ＴＡＣ導入の是非にとどまらず、漁業の実際を踏まえながら、当該資源を適切に管

理するための枠組みや手法を考えることにより、管理効果の実質的な改善を期すべ

きと考える。特に、将来的に資源状況が悪化した場合に有効な手立てを迅速に講じ

ることのできるような体制の構築が望まれる。

（２）ＩＱ方式又はＩＴＱ方式

ア）ＩＱ方式又はＩＴＱ方式の特徴

ＩＱ方式とは、ＴＡＣを漁船や漁業者毎に配分して漁獲を管理する方式であり、

①漁獲枠を漁船毎に配分することにより、少ないＴＡＣ数量であっても資源管理の

実効性を確保できる、②既定の個別割当の下で操業コストを抑えつつ単価を上げる

ための努力が促されるなど、漁業経営の改善が見込まれる。③漁業者自らの計画に

基づく操業が容易となり、無用な競争や海上でのトラブルが回避されるなど、多面

的な効果があるとされている。

一方、ＴＡＣ管理のための漁業者取極に見られるような、漁獲枠を共同体的組織

により共有し管理する方式と比較すると、ＩＱ方式には、①全体的な秩序を有する

現行の集団的操業から、個人的判断での操業への転換を助長するため、漁場や水揚

げの集中により魚価の乱高下を引き起こす可能性（集合の誤謬）や、②実際の操業

は、漁海況に大きく影響されるため、あらかじめ配分された個別割当の間で過不足

が生じるといった問題もあり、漁獲量管理のための監視コストが増大するとされて

いる。

またＩＴＱ方式は、ＩＱ方式を前提に個別割当の他者への譲渡を認める方式であ

り、ＩＱ方式の効果に加え、個別割当の取引を通じてより経営効率の高い経営体の

生成を促すとされている。

ＩＱ方式又はＩＴＱ方式に対しては、漁獲枠が一部の者に集積される中で漁業者

が減少し、漁村社会に悪影響を及ぼすという懸念が示されているが、これはＩＴＱ

方式の長期的な効果であり、譲渡性を付与しないＩＱ方式に当てはまるものではな

い。よってＩＱ方式については、譲渡性を付与しないことを条件として、我が国に
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おいても更なる活用の余地があるものと考える。

イ）現状

平成24年３月に策定された水産基本計画は、「地域において実施体制が整った場

合には、ＩＱについても利用を推進する」ことが記載されている。現在、漁獲量の

捕捉が容易で、対象漁船数や水揚港が限られる大西洋クロマグロ及びミナミマグロ

（遠洋まぐろ延縄漁業）、及びベニズワイガニ（日本海べにずわいがに漁業）につ

いては、国がＩＱ方式を実施している。また、知事管理漁業における13の資源管理

計画で自主的にＩＱ方式的な取組が実施されているほか、漁業者団体によるＴＡＣ

管理の一環として、地域や時期を限ったＩＱ方式が報告されている。

他方で、ＩＴＱ方式は我が国では導入されていない。

ウ）ＩＱ方式又はＩＴＱ方式導入に関する基本的考え

本検討会では、上記に留意しつつ、国の公的措置としてのＩＱ方式又はＩＴＱ方

式について、その基本的な考えを以下に取りまとめた。

①ＩＱ方式

ＩＱ方式については、個別割当の譲渡を認めないという前提の下で、これまで

ＩＱ方式が実施されていない魚種・漁業種に対して同方式導入の可能性を検討す

べきである。ただし、上記１に記したとおり多種多様な漁業が営まれる我が国に

おいては、全ての漁業についてＩＱ方式を導入することは現実的ではない。管理

目的を達成するにあたって、漁業者による自主的な努力によるか、国のＩＱ方式

等によるかについては、漁業の実態に照らしケースバイケースで判断すべきであ

る。

このためには、特定の魚種を選択的に漁獲でき、操業漁船や漁港が限定される

など漁獲量のリアルタイム把握が可能な漁業種に対して試験的にＩＱ方式を実施

するなどして、我が国においてＩＱ方式が実際に効果を上げることができるか、

また、現在実施されている漁獲枠の共有方式とＩＱ方式を比較し、実際にＩＱ方

式の問題点として指摘されている事項が生じるのかどうかを検証し、段階的にＩ

Ｑ方式の活用を図っていくことが望ましい。

このように試験的であってもＩＱ方式を現実の漁業活動に導入するためには、

関係漁業者の理解が前提となるため、予期せぬ追加コストや減収等のリスクへの

対応を検討することが必要である。また、ＩＱ方式導入の成否や実施のための行

政負担等を検証するため、漁業者、研究者、行政官の協力体制を構築する必要が

ある。

②ＩＴＱ方式

ＩＴＱ方式については、以下の様な問題点があり、我が国への導入については

時期尚早と考える。

・国民に水産物を供給するという漁業の果たす公益的な機能を前提として、漁獲

量の割当は無償で与えられており、無償で入手した当該割当を当事者間で任意

に売買させることは不当利得を認めることとなる

・漁獲量の割当を受けた漁業者が割当を使用しない場合には、行政に割当を返還

させ、新たな漁業者に無償で割り当てることが最も公益に資する。また追加配
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分を受けようとする場合には、当該漁業者の漁獲能力等を含めて行政が適格性

の審査を行うことが必要

・水産施策上も漁業への新規参入が要請されるなかで、割当の購入が必要となれ

ば新規参入者にとっては参入コスト増となる他、割当の追加が必要な既存の漁

業者にとっても経営の負担となる

・割当が利権化することによりＴＡＣや個別漁獲枠の削減が困難となるなど、資

源管理に支障を来すおそれがある

・長年培われてきた操業慣行や操業秩序だけでなく、漁村社会に重大な影響を与

えるおそれがある

４．自主的管理の高度化

（１）資源管理指針・計画体制の現状

冒頭に記したとおり、平成23年度から導入された資源管理指針・計画体制は、国

及び都道府県が策定した資源管理指針に沿って、漁業者が自主的に作成した資源管

理計画に基づく操業を行うことにより、資源管理に資することを目的としている。

本体制は、基本的に全ての漁業者が計画に基づく資源管理に参画することを促して

いる。

平成25年３月末時点では、1,700を超える資源管理計画が作成されており、大臣

・知事管理漁業を合わせた全体漁獲量の77.8％をカバーするに至った。このように

計画的に資源管理に取り組む漁業者に対しては、漁業共済・積立ぷらすの仕組みを

活用した資源管理・収入安定対策を通じて資源管理に伴う減収の補填を行うことに

より、漁業経営の下支えを行っている。

（２）検証方法

本体制については、開始後３年が経過したところであり、今後を見据えた制度の

展開を考えるためには、特に資源管理計画の効果について、次のような観点から評

価・検証をすべきと考えられる。

ア）資源管理計画に基づく資源管理措置が実施されたことにより、実施されなかっ

た場合と比較して、資源の維持・回復効果が見られたかどうか

イ）資源の維持・回復の効果が見られないとされた場合の資源管理措置の見直しの

必要性とその内容

ウ）資源管理計画の策定主体である漁業者団体等による上記ア・イに関する評価・

検討

（３）検証にかかる留意点

個々の資源管理計画を作成するのは漁業者であり、かかる取組に対して資源管理

・収入安定対策を通じた公的支援があることを踏まえると、資源管理計画が適切に

作成され実施されたか、その結果、資源の維持回復が図られたかを当事者である漁

業者が自己点検することは極めて重要である。また、知事管理漁業については、都

道府県の資源管理指針に沿ってそれぞれの計画が作成されていることから、都道府

県が評価・検証結果を取りまとめ、国に報告することが今後の対応を検討するため

にも必要である。
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なお、このような評価・検証を行うにあたっては、以下の点に留意し作業を進め

るべきと考えられる。

ア）漁業者自らの自己点検は、漁業者が出来る範囲で行うこととし、困難性の高い

ものを求めるべきではない。また求めに応じ国や県、漁業団体が助言を行うべ

き。

イ）評価・検証の結果を踏まえ、計画の改善を図るためには、漁業者の主体性を確

保しつつ、国や県、関係団体が事例の提供など助言・指導することにより、実

効性を高めるべきである。また、改善に向けた取組内容が現場で確実に実施さ

れるよう、着実に合意形成を図っていく。

ウ）資源量や漁獲量の変動が大きい魚種や、広域に分布・回遊する魚種などについ

ては、短期間の評価・検証結果のみで拙速な判断をせず、毎年の評価・検証結

果を積み重ねる。

エ）資源の維持・回復に対する効果に加え、加工・流通など広く多面的な効果も考

慮する。

（４）将来的な課題

上記に記した評価・検証は、今後の資源管理対策に活用されなければならない。

個別の計画について、仮に資源回復効果が乏しいと判断された場合は、より強度の

資源管理に取り組むなど、所要の改善を図る必要がある。このような具体の資源管

理措置を講じるにあたっては、可能な限り具体的な日程を定め、透明性をもって進

めていくべきである。

また、個別の計画について評価・検証を行った後、その結果を総合し、資源管理

指針・計画体制全体についても評価を行うべきである。本体制の目的は、資源管理

を進めるとともに、漁業経営の安定を図ることにより、国民への水産物の安定供給

の確保を目指すものであることから、評価・検証の結果を踏まえ、従来困難だった

取組への誘導策を含め、漁業者の自主的な努力が促されることにより、より効果的

・効率的な制度にするための検討が必要であろう。

Ⅳ 個別事例として取り上げた魚種毎の資源管理の方向性

１．マサバ（太平洋系群）

（１）資源の状況等

マサバ太平洋系群の資源量は1970年代には300万トン以上の高い水準にあったが、

1979年（昭和54年）以降は減少し、2001年（平成13年）には15万トンまで減少した。

2012年（平成24年）の資源量は109万トンと回復基調にあり、資源水準は低位から

中位に変更、資源は増加傾向にある。

1980～1990年代にかけての資源の減少は、小型魚（０才、１才魚）の多獲が一因

とされたことから、2003年（平成15年）から資源回復計画を作成し、大中型まき網

漁業が減船や休漁等の取り組みを実施、小型のマサバを保護した結果、資源は中位

水準にまで回復している。平成24年からは、資源管理・収入安定対策を活用して知

事管理漁業を含めた幅広い漁業種類に資源管理の取り組みが拡大している。
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（２）今後の対応

マサバ太平洋系群は中位水準に回復したものの、未だ低位と中位の変更点近辺に

あることから、今後、資源の更なる回復を確実にしながら、資源を一層有効に活用

できるような管理を実施していくことが必要である。なお、資源の８割強は北部太

平洋海区の大中型まき網漁業（北部まき網）により漁獲されていることから、同漁

業の適切な管理が資源管理に極めて重要である。

現在、北部まき網においては、漁業者団体の自主的な取組として漁獲枠の月別・

漁船別配分による管理が行われており、漁獲枠の効率的な管理、魚価の安定といっ

た一定の効果が出ている。今後、この自主的な取組を発展させ、より本格的なＩＱ

方式の導入を図ることにより、小型魚の漁獲抑制等の資源管理効果や操業や水揚げ

に当たっての各船の創意工夫の促進が期待される。このような取組の中で、魚価と

操業コストを重視した操業・経営への転換が促され、これが更なる資源管理効果に

つながる可能性もある。

本格的なＩＱ方式導入に向けては、先ずは一部漁船による試験的な取組を行い、

加工流通関係者等への影響も見極めながら、ＩＱ方式の効果や課題について検証を

行っていく必要がある。具体的には、太平洋におけるマサバの盛漁期である本年秋

を目途に、一部漁船を対象に試験的なＩＱ方式に着手してデータの収集を開始する

とともに、数年間の活動を通じてその効果等を実証することが考えられる。

なお、本件は我が国におけるＩＱ方式導入のテストケースとして位置付けた上で、

実際の効果や課題を検証しながら実施することが望ましく、具体的な管理手法や検

証のための準備や、本格的実施に向けた制度面での検討を進める必要がある。特に

漁獲管理を確保するためには、実証を行う漁船ごとに国が漁獲枠を配分するなど公

的関与を強化する必要がある。更に、ＩＱ方式の効果等について試験研究機関等が

客観的に検証していくことが望ましく、この場合に必要な水揚げの際のサンプリン

グ、操業・経営情報等の提供等について、当該漁業者の理解と協力を得る必要があ

る。

２．スケトウダラ（日本海北部系群）

（１）資源の状況等

スケトウダラ日本海北部系群の資源量は、1987年（昭和62年）～1992年（平成４

年）の間は高い水準にあったが、1991年（平成３年）以降は減少傾向を示し、2007

年（平成19年）には8.5万トンとピーク時の一割程度にまで減少した。2012年（平

成24年）の資源量は豊度の高い2006年（平成18年）級群が主体となっており、過去

最低値は上回っているものの、依然として低いままであることから、近年の資源水

準は低位で、動向は減少傾向とされる。

本系群は、沿岸・沖合漁業ともに依存度の高い重要魚種であり、これまで漁業経

営への影響を考慮してＡＢＣを上回るＴＡＣが設定されてきた。2014年（平成26年）

漁期は、ＡＢＣ6,500トンに対して13，000トンのＴＡＣが設定されている。

2015年（平成27年）漁期のＴＡＣを設定するにあたり参照される平成26年の資源

評価は現時点では示されていないが、2013年（平成25年）の資源評価によれば、現
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在の水準の漁獲を続けた場合、本系群の2015年（平成27年）漁期の資源量は、資源

評価上は禁漁又はそれに準じた措置が提言される科学的な閾値（Bban）である３万

トンをわずかに上回るか、場合によっては下回る可能性がある。

（２）今後の対応

低位・減少傾向にある資源の回復を促すためには、漁獲圧を現状よりも削減する

必要があり、今後設定するＴＡＣはＡＢＣと等量か、できる限りＡＢＣに近いもの

とする必要がある。併せて、ＴＡＣ以外の管理措置として、資源回復に有効なテク

ニカルコントロールを実施すべきである。

限られたＴＡＣを遵守するには、当該資源を利用する漁業全体で取り組むことが

不可欠である。また、このような中で個々の漁業経営の維持・発展を図るためには、

限られた漁獲枠から最大限の経営上の成果を得る取組が必要であり、そのための方

策としてＩＱ方式の枠組みが有効と考えられる。しかしながら、現状では資源が低

位・減少傾向にある中で極めて限られたＴＡＣを個別に配分する場合、漁船ごとの

漁獲枠配分に比して漁獲コストが大きくなり、むしろ不合理な経営となるおそれが

ある。

このため、漁獲枠の配分方式については、操業実態を踏まえた最適な経営単位（複

数隻体制）で配分し、各経営単位の中で操業時期や隻数を限定するなどの取組を行

いつつ資源と経営をバランスさせ、合理的な漁獲を目指すことが必要であり、これ

を実証して効果や課題を検証することが今後のＩＱ方式の枠組みの構築に資するも

のと考えられる。

ただし、小規模沿岸漁業については、隻数が多数に及ぶ等のため個別割当の配分

や管理が困難であることから、地区別・漁業種別のグループ配分等によって、限ら

れたＴＡＣが有効に利用される方式とすることが望ましい。

これらの実証を行う際には、漁業者団体が自主的に配分・管理していた従来の方

式から、経営単位やグループごとの数量を記載したＴＡＣ協定を国や都道府県が認

定するなど、公的関与を強化することで実施を確保する必要がある。なお、スケト

ウダラに関するこのような取組は、今後の資源管理のあり方を方向付けるテストケ

ースとなることから、その効果や課題について、試験研究機関等による検証やそれ

に必要な情報の収集等を検討することが必要となる。

このような厳しい管理措置を講じる一方で、現在の海洋環境は資源の再生産にと

って望ましいものではないことから、当該措置の効果が現れるには時間がかかるこ

とが予想される。このため、漁業者や漁業地域の短期的な窮状を緩和する措置を含

め、漁業実態を踏まえた最適な経営単位の検討、他業種への転換や減船による漁船

数の削減等の操業体制の再編等、地域における漁業経営の合理化のための措置を総

合的に検討するべきである。

３．太平洋クロマグロ

（１）資源の状況等

太平洋クロマグロ資源は非常に悪化しており、北太平洋まぐろ類国際科学委員会

（ＩＳＣ）は本年４月に以下の管理勧告を公表している。
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ア）2012年（平成24年）の親魚資源量（約26,000トン）は、歴史的最低水準（約19,

000トン）近くまで減少しており、未成魚の加入も低水準の状況。

イ）未成魚の低加入が継続すれば、現在の保存管理措置では親魚資源の増加は期待

できず、歴史的最低水準を割り込むリスクが増大する。

ウ）このため、全ての年齢の未成魚の漁獲死亡率及び漁獲の更なる削減を検討すべ

き（ＩＳＣの試算によれば、未成魚の漁獲量を2002年（平成14年）から2004年

（平成16年）平均漁獲実績から50％削減した場合のみ親魚資源が回復）。

エ）更に、加入動向を迅速に把握するための加入モニタリングを強化すべき。

（２）今後の対応

太平洋クロマグロの最大の漁業国かつ消費国たる我が国が、国内における資源管

理及び調査研究の強化を図るとともに、それと整合する形で国際的な資源管理をリ

ードしていくとの方針（注1）に基づき、ＩＳＣの管理勧告を踏まえ、以下の取組を推

進していく必要がある。

ア）太平洋クロマグロ親魚資源量を「10年以内に歴史的中間値まで回復」させるこ

とを目標とし、2015年以降の未成魚の年間漁獲上限を2002年（平成14年）から

2004年（平成16年）平均漁獲実績の50パーセントとする（注2）。

イ）我が国は中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）の決定に基づき、従来か

ら30キロ未満を未成魚として漁獲規制を実施しており、我が国の未成魚漁獲上

限を4,007トンとする（注3）。

ウ）漁獲上限の確実な遵守のため、報告頻度の高い漁獲モニタリングを実施。

エ）なお、クロマグロの回遊時期や回遊量は地域により、さらに年により変動する

ことから、地域間・漁業種類間の不公平感を生じさせぬよう、漁獲上限のモニ

タリングは、(i)大中型まき網漁業については操業海区単位で実施、(ii)それ

以外の漁業については、全国を６ブロックに分け、各ブロック毎の漁獲総量が

上限に近づく場合、「警報」や「操業自粛要請」を漁業者のみならず、流通加

工業者、消費者などへ広く発信（注4）。

オ）また、大中型まき網漁業において業界が自主的に取り組んでいる日本海の産卵

期の漁獲管理についても、親魚資源の保護にも貢献するものであり、引き続き

取組が進められるよう指導・調整を実施。

カ）選択的な漁獲が困難な定置網等に対するものも含め、上記措置の円滑な実施の

ための方策（注５）を検討。

キ）ＩＱ方式については、既に大中型まき網漁業において、時期的に漁船別配分に

よる管理が行われているが、その他の漁業については、選択的な漁獲が困難な

定置網を含め多数の漁業種類・漁業者が従事し（注６）、漁獲状況も年変動が激し

いことから、上記エの管理が現実的。

注1：H22.5.11付け 「太平洋クロマグロの管理強化についての対応について」農水省プレスリリース。

注2：ＩＳＣの資源評価は３年に一度行われており、削減率は資源評価結果を受け、見直される可能性。

注3：漁業種類別上限は、最近の漁獲実績等を踏まえ、以下のとおりとする。

①大中型まき網漁業で2,000トン、

②曳き縄・釣り、定置網といった沿岸漁業等で2,007トン。

注4：ブロック別の上限値、ブロック間の上限の融通等の詳細については、別途検討。

注5：経済性を考慮した小型魚の重点的な保護策、漁業種類毎の管理手法、モニタリングシステム等を含む。
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注6：広域漁業調整委員会の承認隻数だけでも2万隻以上。

４．トラフグ

（１）資源の状況等

トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群は、20府県にわたり、はえ縄、小型底

びき網、小型定置網及び釣りなど様々な漁業種類により漁獲されている。

長期の漁獲量の指標である下関唐戸市場（株）における取扱量は、1971年（昭和

46年）～1993年（平成５年）の間は600トン以上の中位～高位の水準にあったが、1

994年（平成６年）から急激に減少し、1997年（平成９年）以降は106～313トンの

低水準で推移しており、2012年（平成24年）は114トンである。また、2002年（平

成14年）以降の資源量は、2006年（平成18年）の1,039トンをピークに減少してお

り、2012年（平成24年）は717トンで過去最低である。これらのことから、近年の

資源水準は低位、資源動向は減少と判断され、資源は危機的な状況にある。

資源管理については、2005年（平成17年）から2011年（平成23年）まで、山口県、

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び広島県の浮きはえ縄及び底はえ縄漁業者によ

って九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画が実施された。2012年（平成24年）

以降も資源管理指針・計画体制の下、熊本県から山口県西方海域（瀬戸内海、有明

海、八代海を除く）において５トン以上漁船の隻数管理、休漁期間の設定、25セン

チ（一部海域では20センチ）以下の小型魚再放流の取組が実施されている。また、

これら関係県は連携して近年150万～250万尾の人工種苗を放流してきており、０歳

魚の資源尾数に占める放流魚の割合は平均20％となっている。その他の府県におい

ても独自に漁具規制、小型魚再放流などの取組が行われているものの、横断的に資

源管理を検討する体制は脆弱な状況にある。

一方、多種多様な漁業による漁獲の７割(尾数換算）以上は未成魚（０歳～１歳）

が占める実態にあり、これら操業の多くは産卵場や成育場が多い瀬戸内海や有明海

で行われている。このため、従来の取組のまま大量の未成魚の漁獲が継続する限り、

現状の種苗放流を継続しても資源量は減少を続けると推定されている。

（２）今後の対応

トラフグの生態には不明な点も多く、資源減少要因は未解明であることから、調

査研究の拡充強化が急がれるが、資源回復のための予防的措置として、成育場等に

おける未成魚及び産卵場における親魚を対象とした漁獲規制や保護などに取り組む

必要がある。

そのためには、トラフグを漁獲する全ての関係漁業者、関係行政機関及び試験研

究機関が参画する横断的な検討の場を設け、資源管理措置について検討し、関係漁

業者が統一的な方針の下で資源管理に取り組むことが望ましい。

具体的には、これまでのはえ縄漁業者の資源管理の取組の効果分析を行うととも

に、その他の小型底びき網、小型定置網及び釣り等で漁獲する漁業者を含め、それ

ぞれが取り組むべき資源管理措置について検討した上で、関係者の合意の下で統一

的な資源管理指針を策定し、関係する府県や漁業者が資源管理指針や計画を策定し

て、資源管理を進めていく仕組みとすることを目指す一方で、先行的に資源管理に
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取り組む漁業者の取組を併せて促進するため、その円滑な実施のための方策を検討

する必要がある。

トラフグの資源管理を効率的に進めるためには、漁獲の７割を占める未成魚の抑

制に取り組む必要があるが、未成魚しか分布しない地域や混獲が避けられない漁業

種の実情を調査し、関係者が連携して、未成魚漁獲の抑制や未成魚の再放流を検討

する必要がある。

種苗放流については、未成魚漁獲の抑制と組み合わせることで更に効果的な資源

増大が図られることから、資源管理と一層の連携を図りながら、十分な放流尾数を

確保しつつ放流効果の高い場所での集中的な放流、尾びれの欠損のない種苗の放流

など種苗放流の有効化を検討する必要がある。

Ⅴ 今後の資源管理への期待

本取りまとめは、５回にわたる会合を踏まえた検討会の提言として、検討会を設置

した水産庁に提出される。今後、水産庁は関係部局及び漁業関係者と調整を進め、よ

り具体的な措置を早急に検討し、可能な部分から速やかに取組を実施すべきである。

冒頭にも述べたとおり、本検討会は可能な限り我が国漁業の実態に即した検討を行

うことを旨とし、漁業関係者の意見を聴取しつつ検討を行った。本検討会で取り上げ

たマサバ太平洋系群、スケトウダラ日本海北部系群、太平洋クロマグロ、トラフグの

４魚種に対する資源管理は、それ自体が重要であるだけでなく、今後、他の魚種につ

いて資源回復を図る際にも有用な知見を提供すると考える。

もちろん、我が国の資源管理のあり方に関する検討は、本検討会で完結するもので

はなく、様々な場において継続されるべきものである。特に、今後行われる資源管理

指針・計画体制の評価・検証は、我が国漁業管理の特徴である漁業者の自主的な取組

をより高度化させ、公的管理との連携を図るものとして極めて重要である。次期水産

基本計画も視野に入れつつ、所要の作業を進める必要があろう。

これら取組は、水産日本の復活に向けた貴重な一歩であり、本検討会の取りまとめ

がその羅針盤となることを期待するものである。
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別紙１

資源管理のあり方検討会の開催日程と議題

日 程 主な検討項目

３月24日 第１回検討会

・検討会開催の趣旨等について

・水産資源の状況及び資源管理施策の現状について

・クロマグロ、スケトウダラ、トラフグ等を事例とした資源管理の現

状と課題等について

４月18日 第２回検討会

・第１回検討会の結果等について

・ＩＱ・ＩＴＱに関するフリートーキング

・スケトウダラ、マサバの資源管理について

５月20日 第３回検討会

・第２回検討会の結果について

・太平洋クロマグロ、トラフグの資源管理について

・資源管理計画の取組の推進について

・取りまとめに向けた進め方について

６月12日 第４回検討会

・第３回検討会の結果について

・ＩＱ・ＩＴＱについて

・取りまとめの骨子（案）について

７月１日 第５回検討会

・取りまとめ（案）について

・取りまとめを踏まえた今後の予定について
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別紙２

資源管理のあり方検討会委員名簿

氏 名 職 名

勝川 俊雄 三重大学生物資源学部 准教授

櫻本 和美（座長） 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 教授

佐藤 正典 株式会社ロッテ 特別顧問

重 義行 （一社）大日本水産会 専務理事

田添 伸 長崎県水産部 政策監

長屋 信博 全国漁業協同組合連合会 代表理事専務

幡宮 輝雄 北海道水産林務部 水産局長

濱田 武士 東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科 准教授

東村 玲子 福井県立大学海洋生物資源学部 准教授

藤田 利昭 新潟県農林水産部 水産課長

牧野 光琢
（独）水産総合研究センター中央水産研究所経営経済

研究センター 漁業管理グループ長

八木 信行 東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授

（五十音順 敬称略）



資源管理のあり方検討会の 
取りまとめについて（概要） 

平成２６年７月 
水  産  庁 

資料１－１－② 



資源管理のあり方検討会の取りまとめ（7月1日） 

主たる課題 
 ・政府の公的管理と漁業者の自主的管理を高度化し両者の連携を確保 
 ・特に資源が低位あるいは減少傾向にある魚種をより効果的に管理することにより生産を増大 

資源管理施策について  
 ・資源評価の更なる向上に向け、データ収集強化を検討しつつ、海洋環境と資源変動の関係を解明 
 ・ＴＡＣ＝ＡＢＣ（生物学的漁獲可能量、Allowable Biological Catch）を原則とし、ＴＡＣを補完する 
  管理措置や漁業者への影響緩和も検討 
 ・ＩＱ方式の活用のため、実施可能な魚種・漁業種に対して試験的に同方式を実施 
 ・ＩＴＱ方式の我が国への導入については問題も多く時期尚早 
 ・資源管理指針・計画体制の効果等について漁業者自らが評価・検証を実施 

個別魚種の資源管理の方向性 
 ・マサバ太平洋系群については、大中型まき網漁業の一部漁船が本年秋を目途に試験的なＩＱ方式に 
  着手 
 ・スケトウダラ日本海北部系群については、ＴＡＣをＡＢＣと等量か近いものとし、ＴＡＣ以外の管理措置 
  も実施しながら、漁業者の窮状緩和措置等を総合的に検討 
 ・太平洋クロマグロについては、2015年以降の未成魚の漁獲上限を4,007トンとし、漁獲をモニタリング 
  しつつ管理（全国を６ブロックに分けて警報等を漁業者等に発信） 
 ・トラフグについては、関係漁業者等が参画する横断的な検討の場を設け、統一的な方針の下で資源 
  管理を推進 

今後の資源管理への期待 
 ・とりまとめを受け、具体的な措置を早急に検討し、可能な部分から実施 
 ・資源管理のあり方を、次期水産基本計画も視野に入れつつ引き続き検討 
 ・これら取組は、水産日本の復活に向けた貴重な一歩となることが期待 
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第１回資源管理のあり方検討会（３月２４日） 
 （１）検討会開催の趣旨等について 
 （２）水産資源の状況及び資源管理施策の現状について 
 （３）クロマグロ、スケトウダラ、トラフグ等を事例とした資源管理の現状と課題等について 
 （４）その他 

   これまでの資源管理のあり方検討会について    

第２回資源管理のあり方検討会（４月１８日） 
 （１）第１回検討会の結果等について 
 （２）ＩＱ・ＩＴＱに関するフリートーキング 
 （３）スケトウダラ（日本海北部系群）、マサバ（太平洋系群）の資源管理について 
    （参考人意見聴取）スケトウダラ：富岡啓二（全国底曳網漁業連合会）、風無成一（北海道機船連）、佐藤 弘（ひやま漁協）（敬称略） 

                  マサバ：田中弘太郎（北部太平洋まき網漁連）、鈴木徳穂（茨城県旋網漁協） （敬称略） 

 （４）その他 
第３回資源管理のあり方検討会（５月２０日） 
 （１）第２回検討会の結果について 
 （２）太平洋クロマグロ、トラフグの資源管理について 
     （参考人意見聴取）クロマグロ：金子岩久（東洋漁業株式会社）、森脇  寛 （若葉漁業株式会社）、石井  功 （輪島漁業生産組合） 

                           草野  正 （五島漁協）、中村  稔 （壱岐市マグロ資源を考える会）、西崎昭一（有限会社西崎水産）（敬称略） 
                                        トラフグ：片町太輔（（独）水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所）、松尾克樹（西日本延縄漁業連合協議会事務局） 
                          中村忠彦 （宗像漁協）、吉村正義 （山口県漁協越ヶ浜支所）（敬称略） 
 （３）資源管理計画の取組の推進について 
 （４）取りまとめに向けた進め方について 
 （５）その他 
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第４回資源管理のあり方検討会（６月１２日） 
 （１）第３回検討会の結果について 
 （２）ＩＱ・ＩＴＱについて 
      （参考人意見聴取）小松正之（（公財）国際東アジア研究センター客員主席研究員）、佐藤力生（三重県漁業従事者）（敬称略）  
 （３）取りまとめの骨子（座長案）について 
 （４）その他 
第５回資源管理のあり方検討会（７月１日） 
 （１）第４回検討会の結果について 
 （２）取りまとめ（案）について 
 （３）今後の予定について 
 （４）その他 



○ 我が国周辺の水産資源の状況は、全体としては近年おおむね安定的に推移。しかし、低位にとど
まっているものや悪化しているものも存在。資源管理のための取組を的確に行っていく必要。 
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資料：水産庁・（独）水産総合研究センター 「我が国周辺水域の漁業資源評価」等 

資源水準の状況（平成25年度） 資源水準の推移 

平成25年度 
資源評価 
対象魚種 
52魚種 
84系群 

ゴマサバ（太平洋系群） 
 
スルメイカ（秋季発生系群） 
 
ブリ 等 

マイワシ 
 
マアジ（対馬暖流系群） 
 
マサバ（太平洋系群） 
 
ゴマサバ（東シナ海系群） 
 
サンマ 
 
スルメイカ（冬季発生系群） 等 

マアジ（太平洋系群） 
 
マサバ（対馬暖流系群） 
 
スケトウダラ（日本海北部系群） 
 
トラフグ 等 

高位 
 

14.3％ 

低位 
 

42.9％ 

中位 
 

42.9％ 

（注）資源水準：過去20年以上にわたる資源量や漁獲量の推移から 

          「高位・中位・低位」の３段階で区分した水準 

    系   群：一つの繁殖集団。資源変動の基本単位 

                     （例：マイワシ太平洋系群、マイワシ対馬暖流系群） 
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 平成25年度  

資源水準の状況と推移 ３ 



○ 我が国周辺水域は、世界の海の中で魚種の多様性が極めて高い海域。このような海域特性の下
で古くから営まれてきた日本の漁業は、諸外国に比べ漁業者数及び漁船数が極めて多く、小型漁
船の割合も極めて高いという特徴。 

全漁獲量の8割を占める魚種数の比較（平成23年） 

高緯度国 中緯度国 
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国名 漁業者 
（人） 

漁船数
（隻） 

２５トン以下の
漁船比率 

アイスランド ６，３００ ８２６ ０．６３ 

ノルウェー ２２，９１６ ８，６６４ ０．８９ 

デンマーク ４，７９２ ４，２８５ ０．８６ 

イギリス １９，０４４ ９，５６２ ０．８２ 

フランス ２６，１１３ ６，５８６ ０．７８ 

カナダ ８４，７７５ １８，２８０ ０．７４ 

ニュージーランド ２，２２７ １，３７５ ０．７４ 

スペイン ７５，４３４ １５，２４３ ０．７６ 

アメリカ 約２９０，０００ ２７，２００ ０．５３ 

韓国 １８０，６４９ ５０，３９８ ０．９０ 

日本 ２７８，２００ ２１９，４６６ ０．９８ 

オーストラリア １３，５００ 約５，０００ Ｎ．Ａ. 

各国の漁業の構造  

資料：（独）水産総合研究センター牧野光琢 
         「日本漁業の制度分析 漁業管理と生態系保全」(2013)に基づき水産庁で作成 

(ﾃﾞｰﾀ：FAO 1999より） 

資源管理の特徴 
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機密性○情報 ○○限り 
ＴＡＣ、ＩＱ、ＩＴＱについて 

１．漁獲可能量（Total Allowable Catch）制度 
 （１）国が年間の漁獲量の上限を設定し資源を管理する制度 
 （２）我が国では、漁獲量が多く経済的価値が高いなどの要件に該当し、漁獲可能 
          量を決定するに足る科学的知見がある魚種を対象としている 
 （３）現在、７魚種（サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、マサバ及びゴマサバ、 
        スルメイカ、ズワイガニ）を指定 
 
２．個別割当（Individual Quota）方式 
 （１）漁獲可能量を漁業者又は漁船ごとに割り当て、割当量を超える漁獲を禁止す 
        ることによって漁獲可能量の管理を行うもの 
 （２）現在、ミナミマグロ及び大西洋クロマグロ（遠洋まぐろ延縄漁業）、並びにベニ 
    ズワイガニ（日本海べにずわいがに漁業）において国がIQ方式を実施 
 （３）加えて、漁業者の自主的な措置として、資源管理計画あるいはTAC管理の一 
    環として17件程度のIQ的な取組が実施されている 
 
３．譲渡性個別割当（Individual Transferable Quota）方式 
 （１）漁業者又は漁船ごとの割当量に譲渡性を付与し、当該割当量を他の漁業者 
    に譲渡又は貸付けができるようにしたもの 
 （２）現在、我が国においてITQ方式は導入されていない 

５ 



資源管理指針・資源管理計画のポイント 
 資源状況等に即し、漁業者、研究機関、行政が一体となった計画的資源管理を行うため、平成２３

年度から資源管理指針・資源管理計画の仕組みを導入。 
 従来、資源回復計画等により行われている資源管理の取組を他の魚種、漁業にも拡大し、基本的

に全ての漁業者が計画に基づく資源管理に参画するよう促進。 

 公     的     規     制 
 

 漁業関係法令、漁業調整規則、漁業
権行使規則、許可の制限条件、委員会
指示 

資 源 回 復 計 画 
広域種（国）、地域種（都道府県） 

自 主 的 資 源 管 理 
 

・地域ごとの資源管理型漁業の予  
 算事業  
・浜のルール、申し合わせ事項等 

資源管理計画 
（漁業者作成） 

指針に沿った 
計画を作成、 
実践 

◇資源管理体制のイメージ 

指
針･

計
画
に
包
含 

資源管理
を下支え 

資 源 管 理 指 針 
(国・都道府県作成） 

指針により、資源管理
の方向性を体系化 

漁業者の自主的な資源管理の取組の推進について 

資源管理計画作成状況 
（平成２５年３月末現在） 
１．大臣管理漁業 
   計  画  数：   １４計画 
   参加隻数：１，０２３隻 
２．知事管理漁業 
   計  画  数： １，６９１計画 
   参加者数：５６，９３３経営体 
３．漁業者が取り組む資源管理措置 
  個別漁獲割当等の漁獲量制限、休漁、  
  網目の拡大、種苗放流など 
 
計画参加者の全体漁獲量のカバー率 
              資源管理計画参加者の漁獲量 
              全体漁獲量 
大臣・知事管理漁業全体 ７７．８％ 
   大臣管理漁業      ８９．２％ 
   知事管理漁業      ７０．０％ 
  

カバー率＝ 
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マサバ太平洋系群の資源状況等 

• 資源量は1970年代には300万トン以上の高い水
準にあったが、1979年度以降は減少し、2001年に
は15万トンまで減少。 

• 2012年度の資源量は109万トンと回復傾向。 
• 近年の資源水準は中位で、動向は増加傾向にあ

る。 

○ 資源管理措置 

大中型まき網漁業 

○ 資源管理計画による取組 
 ・定期休漁 
 ・大量漁獲（3,000トン/日）翌日の臨時 
  休漁 
 
○ＴＡＣの適正な管理 
・ 海区別漁獲量上限の設定 
 ・大中型まき網漁業全体に配分された 
  ＴＡＣを基に北部まき網連合会の漁 
  獲量上限を設定 
 
・ 主漁期における月別・漁船別の漁獲 
 割当の実施 
 ・主漁期となる９月以降、北部まき網連 
  合会合の漁獲量上限を基に月別・漁  
  船別の漁獲割当を設定 
 ・小型魚の漁獲が多くなる時期には漁 
  獲割当を削減 
 
  

   
     
 
 
 
 
 
 
 
   

○ 資源状況 
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今後の課題・方向性等 

○回復基調にある資源の適切な管理 

・産卵親魚量はＢｌｉｍｉｔを僅かに超えた水準 

・卓越年級群(２０１３年級群）を保護するための小型魚
の漁獲抑制が重要 

 

○回復しつつある資源の有効利用 

 

○改革型漁船の導入の進捗のなかでの
漁獲管理 

（現行の管理方式） 

・北海道海区：漁期（８月～１０月の約３ヶ月）を通じた 

        漁船別個別割当 

・北部太平洋海区：主漁期（９月以降）における月別の 

           漁船別漁獲割当 

・改革型漁船は船団規模を縮小し、漁獲量を削減する
なかで収益確保を目指す 

  

課 題 等 
○着実な資源回復に向けた管理
の強化 

・資源管理計画に基づく休漁等の管理措置を
再評価し、今後の取組に反映 

 

○資源の管理と有効利用とが調和
した操業体制の検討 

・実証試験を通じた現行管理方式と年間ＩＱと
の比較検証及び年間ＩＱに移行する場合の論
点整理（日別サイズ別漁獲量、価格、操業コ
スト、収支状況等） 

・資源管理面における改革型漁船の評価 

・改革型漁船の能力を活用しつつ、輸出も視
野に入れた操業体制の検討 

今後の方向性 
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スケトウダラ日本海北部系群の資源状況等 

• 資源量は1987～1992年度の間、71.2万～86.8万
トンと高い水準にあったが、1991年度以降は減少
傾向を示し、2007年度には8.5万トンとピーク時の
一割程度にまで減少。 

• 2012年度の資源量は豊度の高い2006年級群が
主体となっており、過去最低値は上回っているが、
依然として低いまま。 

• 近年の資源水準は低位で、動向は減少傾向。 

○ 資源管理措置 

沖合底びき網漁業 

沿岸漁業（はえ縄、刺し網等） 

 
・沖合、沿岸漁業ともにスケトウダラへの
漁獲依存度が高く、漁業経営への影響を
考慮してＡＢＣ（６，５００トン）を上回るＴＡ
Ｃ（１３，０００トン）を設定（平成２６年漁
期） 

 
 
 
 
 
 
 

自主的管理 

・沖合、沿岸漁業ともに、資源管理計画に
基づき、年間総操業隻日数を15％削減す
る強度タイプの資源管理措置を実施中。 
・漁業経営への影響を緩和するため、漁
獲金額のプール制等を実施。 

 

○ 資源状況 
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今後の課題・方向性等 

○ＡＢＣとTACの乖離を解消し、長
期的視点で資源回復に取り組む
必要 

 

○小型魚の保護強化 

○ＴＡＣ等資源管理を的確に遂行
しうる体制の構築 

・計画的・効率的操業を可能とする経営組織   
の下での厳格な数量管理（ＩＱ方式）の導入
の検討 

・資源に見合った漁獲努力量の削減 

 

○地域産業を存続させるため、ス
ケトウダラのみに依存しない産業
構造の検討 

今後の方向性 
○海洋環境から短期的な資源回復は
厳しい状況 

○ＡＢＣを大きく上回るTACを設定 

 

○今後の産卵親魚として重要となる比
較的豊度の高い2012年級群の保護 

○資源に対し過剰となっている漁獲努
力量（漁船隻数） 

 

 

 

○沖合底びき網漁業、沿岸漁業、更に
地域の水産加工業ともにスケトウダラ
に依存 

・他の代替魚種も乏しく厳しい経営環境 

 

 

課 題 等 
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親魚資源量の動向 

太平洋クロマグロの資源状況等 

• 2012年の親魚資源量は26,324tで、歴史的最低水準（約19,000t）
付近。 

• 2012年の加入は、約712万尾で、過去（61年間）8番目の低水準。
直近５年間の加入の平均値も、過去平均以下。 

○ 資源管理措置 ○ 資源状況 

歴史的中間値（約4.3万ｔ） 

歴史的最低値（約1.9万t：1984年） 

加入（0歳魚）の動向 
千尾 

歴史的平均値 
（約1500万尾) 

２０１０年度
（２２年度）

２０１１年度
（２３年度）

２０１２年度
（２４年度）

２０１３年度
（２５年度）

２０１４年度
（２６年度）

漁業管理 沿岸漁業

届出制移行、漁獲実績報告
の義務化

承認制移行、漁獲実績報告
の義務化

沖合漁業

養殖業

 （以降、毎年度同様に実施）

輸入管理
韓国産
クロマグロ

メキシコ産
クロマグロ

輸入業者等への輸入増大抑制の協力要
請

クロマグロ養殖場の登録制、養殖実績報
告の義務化

養殖実績の公表

養殖場拡大防止の大臣指示

輸入情報収集

輸入業者等への輸入増大抑制の協力要
請

輸入情報収集

措置の内容

定置漁業の免許数抑制

曳き縄漁業
等の自由
漁業

まき網漁業の未成魚管理（九州西・日本
海及び太平洋）

まき網漁業の成魚管理（日本海）

10年1月

11年7月～（日本海・九州西）、12年7月～（太平洋、瀬戸内海）

14年4月～（全海区）

11年1月

10年1月

11年1月

11年2月

11年9月

11年4月

11年4月

11年1月 ～ 12月

3月
公表

12年1月
収集

12年10月

4,250トン（2014年）

2,000トン/年

5,000トン/年

1１ 
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ポイント 

1. 低加入が継続する場合、現行のWCPFC・IATTCの規制措置（シナリオ１）では、親魚資源の
回復は期待できない。 

2. 低加入が継続する場合、未成魚を50％削減（シナリオ6）した場合のみ親魚資源が回復。 
3. 上記2の場合、親魚資源は、10年以内に85%の確率で歴史的中間値（約43,000トン）まで回

復する見込み。 
 

現行（2014年）のWCPFC及びIATTCの規制（シナリオ１）の
ほか、6通りの追加規制を実施した場合の親魚資源量の
回復状況を試算。 

※ 未成魚＝30kg未満 

未成魚の50％削減（シナリオ6）以外は、10年以内に
歴史的中間値まで回復せず 

・上記のグラフは、シナリオごとの6千回のシミュレーション結果の中央値であり、計算

結果の半数はこれよりも低い。 
・加入レベルは、当初10年間は80年代の低レベル、その後は過去平均レベルを想定。  
・2014年から10年以内（2024年まで）に歴史的中間値を達成する確率は、未成魚25%削

減の場合16%、未成魚50%削減の場合85%。 

○ 親魚資源量の将来予測 
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ＩＳＣの管理勧告（抜粋） 

○ 親魚資源量は、歴史的最低値付近にあり、殆ど全ての生物 
  学的基準値を超えた高い率で漁獲されている。 

○ 最近の低加入が継続すれば、現在のWCPFC及びIATTCの保 
   存管理措置では親魚資源の増加は期待できず、歴史的最低水 
   準を割り込むリスクが増加する。 

○ 上記を踏まえ、親魚資源量が歴史的最低水準を割り込むリ 
   スクを低減するため、全ての年齢の未成魚の漁獲死亡率及び 
   漁獲の更なる削減を検討すべき。 

○ 未成魚削減は、未成熟の全個体について検討すべき。   
○ 親魚資源量が低水準にあること、加入の不確実性並びに 
   資源量への影響の重要性を考慮し、加入動向を迅速に把握 
   するための、加入モニタリングを強化すべき。  
  

1３ 



 

「太平洋クロマグロの管理強化についての対応」（平成22年5月11日農林水産省）及び現在の資源
状況を踏まえ、 
 太平洋クロマグロの親魚資源を10年以内に歴史的中間値まで回復させるべく、 
 当面の間、未成魚漁獲量の2002-2004年平均レベル（漁獲実績）からの半減に向けて、国際

的・国内的な対応を進めることとしたい。 
 
【参考】 「太平洋クロマグロの管理強化についての対応」（平成22年5月11日農林水産省）（抄） 
 ２．今後の対応 
  （1）基本的な対応 
       未成魚の漁獲を抑制・削減し、大きく育ててから漁獲することにより、太平洋クロマグロの資源管理を推進します。また、資源変動の大きい本種

の親魚資源量が中長期的（5～10年）に適切な変動の範囲内に維持され、これまでの最低水準を下回らないよう管理していきます。 

 
 
 
 
 
  

今後の方向性等 

国際対策  

 IATTC・WCPFCにおいて適切な保存管理措置（未成魚漁獲量の半減等）が採択されるよう、我が
国がリーダーシップを一層発揮。 

国内対策  

 2015年から、未成魚漁獲量の2002-2004年平均レベル（漁獲実績）からの半減に取り組む。  
 具体的な取組手法等は、広域漁業調整委員会等において検討。 
 漁業種類別の削減方法 
  ① まき網： 漁獲量上限規制を強化 
  ② 曳き縄、定置網等の沿岸漁業： 
     本年4月導入の承認制をベースに漁獲量モニタリングのシステムを構築し、漁獲を抑制等 
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トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の資源状況等 

• 日本海～東シナ海～瀬戸内海に広く分布回遊 
• 全国ベースの公式な漁獲量データが存在しない

ため、下関唐戸魚市場（株）での取扱量を資源評
価の指標として活用 

• 資源量は2000年代前半には1,000トン前後の水準
にあったが、その後漸減し2012年は717トン 

• 近年の資源水準は低位で、動向は減少傾向 

○ 資源管理措置 

はえ縄漁業 

○ 広域資源管理検討会議を設置（山口、福岡、
長崎、佐賀、熊本、広島） 
･対象海域：熊本～山口西方（瀬戸内海、有明海、
八代海を除く） 
・5㌧以上船は県ごとに上限隻数を設定 
・休漁期間の設定 
・全長25㌢(一部海域では20㌢)以下の再放流 
○ 上記取組を日本海・九州西広域漁業調整委員
会指示で裏打ち 

 
  

   
     
 
 
 
 
 
 

沿岸漁業 
（釣り、小型定置網、小型底びき網等） 

○九州西岸～日本海～瀬戸内海の20府県では独
自に資源管理に取り組み 
・漁具規制 
・小型魚再放流（10･15・20㌢以下、500㌘以下） 
○資源管理を検討する体制は脆弱 

○ 資源状況 
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関係県によって近年150万～250万尾の人工
種苗を放流 
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今後の課題・方向性等 

 

○生態に不明な点が多く、資源減少要因
が未解明 

 

○広域（九州西沿岸～日本海～瀬戸内
海）で多様な知事管理漁業等(20府県）が
操業 

○多くの漁業が成魚から未成魚まで満遍
なく漁獲 

 

 

○資源を下支えする種苗放流の効率化 

課 題 等 
 

○科学的知見の充実 

 ・生態把握、資源減少要因の解明 

 ・小型魚再放流の効果検証等 

○トラフグを漁獲する全ての関係漁業者
等が参画し、資源管理の取組を検討 

・はえ縄漁業者によるこれまでの取組の効果検
証を踏まえた継続と強化 

・小型定置網、小型底びき網等による未成魚漁
獲の抑制等 

 

○資源管理と種苗放流の連携による効果
的な資源増大 

・放流種苗を効果的に再生産に結びつける資源
管理手法の検討 

・関係県の連携による放流効果が高い海域への
放流、健苗の生産、受益を踏まえた費用負担等 

今後の方向性 
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トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の
資源状態について 

（独）水産総合研究センター 瀬戸内海区水産研究所 

資料１－２－① 



基本情報 

●標識再捕調査の知見に基づい
て、日本海、東シナ海、瀬戸内
海を一つの資源として評価。 

 
●雄は2歳、雌は3歳で成熟する。 
 
●2012年は169万尾の人工種苗
が放流された。 



府県別漁獲状況（重量） 

  石川 福井 京都 鳥取 島根 山口 福岡 佐賀 長崎 熊本 鹿児島 計 

日本海･  
東シナ海 

7 5 2 3 3 39 60 6 18 7 1 155 

                          

  宮崎 大分 愛媛 山口 広島 岡山 兵庫 香川 徳島 和歌山 計 合計 

瀬戸内海 2 17 21 18 3 2 6 7 0.2 0 76 230 

○資源評価票からの引用 
 ・漁期年（４～３月）集計 

（トン） 平成24年漁獲量 

●九州西岸～日本海～瀬戸内海の各府県で漁獲 
●様々な大きさのトラフグを多様な知事管理漁業により漁獲 
●重量換算と尾数換算では構成割合に大きな違い 
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トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群 
の資源状況 

下関唐戸魚市場のトラフグ取扱量の推移 

資源量の推移 

詳細な評価 

●資源水準は低位、動向は減少。 
●人工種苗の放流、漁期規制、全長制限が実施されているが、資
源量の回復の兆しはない。 2013年は829トン 



年齢別漁獲尾数の推移 
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漁獲の半分以上は0歳と1歳で占められており、未成魚に漁獲が 
偏っている。 



海域別年齢別漁獲尾数（2013年） 

有明海では0歳が、瀬戸内海では0〜1歳が、日本海、東シナ海で
は、1〜2歳が漁獲の中心。 
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産卵親魚量と再生産成功率の推移 
産卵親魚量は横ばいで推移。2006年以降、再生産成功率は減少傾
向。 
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※再生産成功率：1kgの産卵親魚当たりの天然0歳魚の尾数 



※有効放流尾数：放流場所、放流サイズ、尾びれ欠損の
度合で試算された有効な放流尾数 

放流尾数の推移 
●天然稚魚の成育場に全長７cm以上で尾びれの欠損のない人工
種苗を放流しなければ、効果は期待できない。 

●近年、全放流尾数に占める有効放流尾数の割合は増加傾向。 
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0歳魚資源尾数と0歳時点の放流魚の混入率の
推移 
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0歳時点の混入率は増加傾向。 



※放流の有効化：天然稚魚の成育場に全長７cm以上で尾びれの欠損のない人工種苗を放流
すること。 

条件別の資源量予測の推移 
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まとめー１ 

☆資源水準は低位、資源動向は減少で、現状の漁獲と放流
が継続された場合、資源量は減少し続けると推定される。 

 
☆資源の回復のためには、放流種苗を効果的に資源に添加
することに加えて、更なる漁獲圧の削減を行うことによって
急速な資源回復の実現が可能である。 

 



まとめー２ 

○天然魚の加入が低水準かつ減少傾向にあるにも関わらず
未成魚に漁獲が偏っていることから、特に0～１歳魚の獲り
控え（再放流含む）の取り組みを直ちに開始することが必
要。 

 
○それぞれの産卵場や成育場において漁獲実態や資源状  
況に応じた漁獲規制や保護を行うことが必要。 

 
○本種の成育場は沿岸の限られた海域であることから、種
苗放流の実施に当たっては、環境収容力に注意を払うこと
が必要。  

 
○放流魚の高い混入率を考慮すると、集団構造や遺伝的多
様性に配慮した種苗放流を行うことが重要。 



資料１－２－②

トラフグ（日本海・東シナ海・瀬戸内海系群）の広域資源管理

○ 瀬戸内海広域漁業調整委員会におけるこれまでの検討の経緯

・平成１４年９月（第５回）

トラフグ瀬戸内海系群を資源回復計画の候補魚種として検討を開始。

・平成１７年３月（第１０回）

現時点では関係漁業者の合意を得ることは困難なため、資源回復計画

の対象とすることは断念するが、今後、量的資源評価が可能となれば適

切な資源管理手法の具体的検討が可能であることを確認。

・平成２０年１０月（第１７回）

水研センターから、瀬戸内海系群と日本海・東シナ海系群が同系群で

あることが判明したことから（平成１９年）、統一系群として資源評価

結果を報告。

資源評価結果は低位水準・減少傾向であるため、緊急に資源回復措置

をとるべきであり、種苗放流については現状の放流数を維持しつつ、健

苗を適地に放流し、有効放流を推進すべきとの提言。

・平成２２年１１月（第２０回）

広島県、山口県、大分県、愛媛県による資源管理啓発パンフレット（小

型魚保護、種苗放流推進）の配布を説明。

・平成２３年３月（第２１回）

現行の資源管理指針・計画制度の開始を説明。

・平成２６年３月（第２７回）

資源管理のあり方検討会においてトラフグの資源管理について検討され

る予定であることを説明。



漁法や地域を横断したトラフグ資源管理の統一方針の策定 

○トラフグ関係20府県：          

石川、福井、京都、鳥取、島根、
山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、
鹿児島、宮崎、大分、愛媛、広島、
岡山、兵庫、香川、徳島、和歌山 

○構成：栽培漁業推進法人、漁業関係団
体、関係都道府県、海づくり協会 
○目的：資源造成型栽培漁業の推進、県
域を越えた種苗生産・放流体制の構築等 
○事務局：海づくり協会 

海域栽培漁業推進協議会 

○統一方針を自県資源管理方針に反映、
漁業者に対する計画作成を指導等 

府県・資源管理協議会 

○資源管理計画（漁獲圧削減、小型魚
抑制、再放流等）の作成と実行 

漁業者（団体） 

 
資源管理高
度化推進事
業（新規） 

 
収入安定
対策事業
（既存） 

 
広域種資源造
成型栽培漁業
推進事業  

（新規） 

○栽培基本計画に種苗放流の数量
や大きさ等を設定 
○集中的な種苗放流や未成魚再放流
を実施 
○種苗放流の有効化の向上 

府県 

ト ラ フ グ 資 源 の 増  加 と 安 定 

○対象漁業： 
はえ縄、小型底びき網、小型定
置網、敷網、刺し網、釣り等 

○構成：漁業者､関係団体、関係府県、研究機関、市
場･流通関係者、開催地自治体 
○目的：未成魚漁獲抑制、買取再放流、産卵親魚保
護、産卵場・成育場保全、種苗放流の実施等の検討
（海域別・課題毎に作業部会を設置） 
○事務局：水産庁管理課 

トラフグ資源管理検討会議（仮称） 

トラフグ全国協議会 
○構成：研究機関、関係府県 
○目的：生態調査、種苗放流技術開発、実
証調査、資源管理方策の検討･提案等 
○事務局：瀬戸内海区水産研究所 

研究 

資源管理 

広域漁業調 
整委員会 

連携 

管理措置の検討等 

体制整備、
効果・検証 

再放流効果検証 

取組支援 

参加 

トラフグ日本海･東シナ海･瀬戸内海系群の資源管理の進め方 

予算 

予算 

予算 

栽培 



太平洋クロマグロの資源状況と 
管理の方向性について 

平成２６年１１月 

資料１－３－① 



1 １．ＷＣＰＦＣ北小委員会で合意された保存管理措置案（抜粋） 

○ 歴史的最低水準付近にある親魚資源量（約2.6万トン）を2015年からの10 
 年間で歴史的中間値（約4.3万トン）まで回復させることを当面の目標とする。   

○ 30Kg以上の大型魚の漁獲量を2002-04年平均水準から増加させないため 
 のあらゆる可能な措置を実施する（WCPFC全体で6,591トン、うち我が国は 
 4,882トン）。 

○ 各国は、未成魚漁獲削減を含む本保存管理措置の効果的な実施について 
 協力する。 

○ 30Kg未満未成魚の漁獲量を2002-04年平均水準から半減させる（WCPFC 
 全体で9,450トンから4,725トン、うち我が国が8,015トンから4,007トンに削減）。  

○ さらに、資源回復後の長期的な資源管理方針を2015年、2016年の小委員会 
 で策定する。  



 
   

２．日本としての資源管理の取組手法について 

○ 漁業種類別の漁獲上限は最近の漁獲実績を踏まえると、 
  ① 大中型まき網漁業で2,000トン、 
  ② その他の沿岸漁業等（曳き縄、定置網等）で2,007トン。 

○ 30キロ未満の未成魚の漁獲量を2002-2004年平均漁獲実績8,015トン 
 から半減の4,007トンを漁獲上限とする。 

○ 大中型まき網漁業については、2,000トンを操業海区単位で管理。 
  ※並行して日本海の産卵期の漁獲管理について検討。 

○ その他の沿岸漁業等については漁獲量の報告体制を整備し、2,007 
 トンを全国６ブロックに分け、ブロックごとに上限を設けて漁獲量 
 をモニタリングするとともに、ブロックごとの漁獲状況を各県にフィー 
  ドバック。 
   ①日本海北部 410トン    ②太平洋北部 285トン   
   ③日本海西部 105トン    ④太平洋南部 245トン 
   ⑤瀬戸内海   50トン     ⑥九州西部  785トン 
   ※このほか、近海竿釣り漁業等106トン、水産庁留保分21トン            
   ※６ブロックは広域漁業調整委員会の区分を基本（但し、石川県は日本海北部） 
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3 

太平洋北部 日本海西部 

日本海北部 

太平洋南部 

九州西部 

瀬戸内海 

【１０５トン】 

【全体合計：2,007トン】（その他の沿岸漁業等） 

【４１０トン】 

【２８５トン】 

【５０トン】 

【２４５トン】 【７８５トン】 

＊１水産庁留保分 21トン 
＊２近海竿釣り漁業等 106トン 

北海道、青森、岩手、宮城、 
福島、茨城 

千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、和歌山、 
徳島、高知、愛媛、大分、宮崎 

和歌山、大阪、兵庫、 
岡山、広島、山口、徳島、香川、
愛媛、福岡、大分 

山口、福岡、佐賀、長崎、
熊本、鹿児島 

福井、京都、兵庫、
鳥取、島根 

北海道、青森、 
秋田、山形、新潟、 
富山、石川 

※６ブロックは広域漁業調整委員会の区分を基本（但し、石川県は日本海北部） 
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○ 管理の開始は平成27年（2015年）１月１日より実施。まき網は暦年 
 で、その他の沿岸漁業等は、毎年７月１日から翌年６月30日（日本海 
 北部は毎年４月１日から翌年３月31日）までの一年単位で管理。 

4 

○ なお、来年に限っては27年１月１日から28年６月30日（日本海北部 
 は28年３月31日）までを一体的に管理。 
 
○ この場合の漁獲上限は、27年１月１日から６月30日（日本海北部は 
 ３月31日）までの漁獲上限（当該期間の月割り相当の漁獲上限）と27 
 年７月１日から28年６月30日（日本海北部は27年４月１日から28年３ 
 月31日）までの漁獲上限の和。 

３．管理年の考え方について 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

◎WCPFCの管理年
1/1～12/31

○まき網
1/1～12/31

○流し網・竿釣り
・7/1～6/30
・106トン

○日本海北部
・4/1～3/31
・410トン

○日本海西部
・7/1～6/30
・105トン

○太平洋北部
・7/1～6/30
・285トン

○太平洋南部
・7/1～6/30
・245トン

○瀬戸内海
・7/1～6/30
・50トン

○九州西部
・7/1～6/30
・785トン

・資源評価（参考）

H27年（2015年） H28年（2016年） H29年（2017年）

4,007トン

2,000トン

159トン

452トン

173トン

430トン

369トン

86トン

1,092トン

※平成27年を上記とした場合の６ブロックに係る水産庁留保分は24トン 
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太平洋北部 

日本海西部 日本海北部 

太平洋南部 

九州西部 

瀬戸内海 

区分 警報 

漁獲上限の７割  注意報 

   〃   ８割   警報 

   〃   ９割  特別警報 

☆ブロックごとに・・・ 

上限に達する前
（９割５分） 

操業自粛要請（タイ
ムラグを考慮） 

操業× 

４．「警報」や「操業自粛要請」について 
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○ ブロックごとに漁獲が上限の７割に達した段階で「注意報」、８割で「警報」、 
 ９割で「特別警報」、漁獲上限に達する前の９割５分で「操業自粛要請」を都 
 道府県を通じて漁業者に発出。併せて、この旨を水産庁ホームページに掲 
 載しプレスリリースし、漁業者のみならず流通加工業者、消費者などに広く情 
 報発信。 



積立ぷらすの 
発動ライン 

漁業共済の 
発動ライン 

収入変動 

積立ぷらすの
補塡部分 

・ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、共済の仕組みを   
活用して補助 

１．漁業共済経由の補助（共済掛金の追加補助） 

２．積立ぷらす経由の補助 

・ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、収入が減少した場   
合に、漁業者が拠出した積立金と国費により補塡 

・ 補助額は、積立金の国庫負担分に相当（漁業者と国の積立金の
負担割合は１：３） 

○ 積立方式（積立ぷらす） 
 ・ 漁業者自身の積立てと国費の積立て（１：３相当）が 
   補塡原資  
  ・ 漁業者の拠出が掛捨てとならない方式 

○ 保険方式（漁業共済） 
  ・ 漁業者が拠出した共済掛金が補塡原資。共済掛金 
    に国庫補助。補助額は掛金の30%（平均）相当 
  ・ 漁業者の拠出（掛金）が掛捨てとなる方式 

資源管理・収入安定対策のイメージ図 

基準収入 

漁業共済で 
補塡可能な 

部分 
 

自己負担部分 

積立額 

漁業者の収入変動イメージ それぞれの補填対象部分 

減 

収 

90%（原則） 

100% 

80%（原則） 

（１）事業の内容 

（２）対象漁業者の要件 

・ 資源管理計画・漁場改善計画の参加漁業者であり、かつ、計画に記載 
された措置を適切に履行していることが確認された者 

・ 一定の契約割合以上で漁業共済に加入している者 

国 費 

※基準収入：個々の漁業者の直近5年の収入のうち、最大値と最小値を除いた中庸3カ年の平均値 

(※) 

５．支援策の検討 

・ 補助額は、共済掛金の３０％（平均）に相当 

より厳しい資源管理（強度資源
管理タイプ）を行う場合に、95％
まで引き上げ 

○ クロマグロの資源管理に取り組む定置網や曳き縄などの漁業者について、強度資 
 源管理とみなし、資源管理・収入安定対策を活用して支援できないか検討中。 
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1
 

（
参

考
資

料
）

 

○
平

成
24

年
（
201

2年
）の

親
魚

資
源

量
は

約
2.6

万
ト

ン
で

、
歴

史
的

最
低

水
準

（
約

1.9
万

ト
ン

）付
近

。
 

○
今

回
の

資
源

管
理

の
取

組
に

よ
り

現
在

の
親

魚
資

源
量

約
2.6

万
ト

ン
を

10
年

以
内

に
歴

史
歴

中
間

値
の

約
4
.3

万
ト

ン
ま

で
回

復
さ

せ
る

こ
と

を
目

標
。

 

0

2
0

,0
0

0

4
0

,0
0

0

6
0

,0
0

0

8
0

,0
0

0

1
0

0,0
0

0

1
2

0,0
0

0

1
4

0,0
0

0

1
6

0,0
0

0

1
9
5
2
1
9
5
6
1
9
6
0
1
9
6
4
1
9
6
8
1
9
7
2
1
9
7
6
1
9
8
0
1
9
8
4
1
9
8
8
1
9
9
2
1
9
9
6
2
0
0
0
2
0
0
4
2
0
0
8
2
0
1
2

歴
史
的
中
間
値
（
約

4.3
万

t）
 

歴
史
的
最
低
値
（
約

1.9
万

t：
19

8
4
年
）

 

ト
ン

 

年
 

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
状

況
と

回
復

目
標

に
つ

い
て

 

2
0
1
2
年

：
2
6
,3

2
4
ト

ン
 

回
復

目
標

 

・
親
魚
資
源
量
の
推
移

 

1
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2
 

2
0

1
2
年

の
加

入
は

、
約

7
1

2
万

尾
で

、
過

去
（6

1
年

間
）8

番
目

の
低

水
準

。
 

直
近

５
年

間
の

平
均

値
も

、
過

去
平

均
以

下
。

 

未
成

魚
の

加
入

（
発

生
）
状

況
 

0

5
,0

0
0

1
0

,0
0

0

1
5

,0
0

0

2
0

,0
0

0

2
5

,0
0

0

3
0

,0
0

0

3
5

,0
0

0

4
0

,0
0

0

4
5

,0
0

0
千
尾

 

歴
史
的
平
均
値

 
（
約

1
5
00
万
尾

) 

低
加
入
期
に
シ
フ
ト
し
た

可
能
性

 

年
 

2
 

0

1
0

,0
0

0

2
0

,0
0

0

3
0

,0
0

0

4
0

,0
0

0

5
0

,0
0

0

6
0

,0
0

0

7
0

,0
0

0

8
0

,0
0

0

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

2
0

2
2

2
0

2
4

未
成
魚

50%削
減

 

（
シ
ナ
リ
オ

6）
 

未
成
魚
25%削

減
 

（
シ
ナ
リ
オ

5）
 

未
成
魚
15%削

減
 

＋
成
魚
15%削

減
 

（
シ
ナ
リ
オ

3）
 

現
状
規
制
の
継
続

 

(シ
ナ
リ
オ
1
）
 

親
魚

資
源

量
の

将
来

予
測

 

ト
ン

 

歴
史

的
中

間
値

（
約

4
.3

万
t) 

未
成

魚
の

5
0
％

削
減

以
外

は
、

1
0
年

以
内

に
歴

史
的

中
間

値
ま

で
回

復
せ

ず
 

・
上
記
の
グ
ラ
フ
は
、
シ
ナ
リ
オ
ご
と
の

6
千
回
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
の
中
央
値
で
あ
り
、
計
算
結
果
の
半
数
は
こ
れ
よ
り
も
低
い
。

 

・
加

入
レ

ベ
ル

は
、

当
初

1
0
年

間
は

8
0
年

代
の

低
レ

ベ
ル

、
そ

の
後

は
過

去
平

均
レ

ベ
ル

を
想

定
。

 
 

・
2

0
1

4
年
か
ら

1
0
年
以
内
（

2
0

2
4
年
ま
で
）
に
歴
史
的
中
間
値
を
達
成
す
る
確
率
は
、
未
成
魚

2
5
%
削
減
の
場
合

1
6
%
、
未
成
魚

5
0

%
削
減

の
場
合

8
5

%
。

 

ト
ン

 

年
 

歴
史
的
最
低
値
（
約

1.9
万

t）
 

3
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3
 

ポ
イ

ン
ト

 

1
.

低
加

入
が

継
続

す
る

場
合

、
現

行
の

W
C

P
FC

・IA
TTC

の
規

制
措

置
で

は
、

親
魚

資
源

の
回

復
は

期
待

で
き

な
い

。

2
.

低
加

入
が

継
続

す
る

場
合

、
未

成
魚

を
5

0
％

削
減

し
た

場
合

の
み

親
魚

資
源

が
回

復
。

3
.

上
記

2
の

場
合

、
親

魚
資

源
は

、
1

0
年

以
内

に
8

5
%

の
確

率
で

歴
史

的
中

間
値

（
約

4
3

,0
0

0
ト

ン
）
ま

で
回

復
す

る
見

込
み

。

親
魚

資
源

量
の

将
来

予
測

 

4
 

 

ＩＳ
Ｃ

の
管

理
勧

告
（
抜

粋
）
 

○
親

魚
資

源
量

は
、

歴
史

的
最

低
値

付
近

に
あ

り
、

殆
ど

全
て

の
生

物
学

的
基

準
値

を
超

え
た

高
い

率
で

漁
獲

さ
れ

て
い

る
。

 

○
最

近
の

低
加

入
が

継
続

す
れ

ば
、

現
在

の
W

C
P

F
C

及
び

IA
T

T
C

の
保

存
管

理
措

置
で

は
親

魚
資

源
の

増
加

は
期

待
で

き
ず

、
歴

史
的

最
低

水
準

を
割

り
 

込
む

リ
ス

ク
が

増
加

す
る

。
 

○
上

記
を

踏
ま

え
、

親
魚

資
源

量
が

歴
史

的
最

低
水

準
を

割
り

込
む

リ
ス

ク
を

低
減

す
る

た
め

、
全

て
の

年
齢

の
未

成
魚

の
漁

獲
死

亡
率

及
び

漁
獲

の
更

な
 

る
削

減
を

検
討

す
べ

き
。

 

○
未

成
魚

削
減

は
、

未
成

熟
の

全
個

体
に

つ
い

て
検

討
す

べ
き

（
注

1
）。

○
親

魚
資

源
量

が
低

水
準

に
あ

る
こ

と
、

加
入

の
不

確
実

性
並

び
に

資
源

量
へ

の
影

響
の

重
要

性
を

考
慮

し
、

加
入

動
向

を
迅

速
に

把
握

す
る

た
め

の
、

 

加
入

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
強

化
す

べ
き

。
 

注
1
：
未

成
魚

の
定

義
が

変
更

さ
れ

た
場

合
の

我
が

国
の

漁
獲

量
は

参
考

資
料

P
4
1
参

照
 

5
 

10



4
 

ふ
化

 

産
卵

 

０
才
魚
の
加
入

 

１
才
魚

 

２
才
魚

 

３
才
魚

 

産
卵
親
魚

 

Ｗ
Ｃ

Ｐ
Ｆ

Ｃ
の

管
理

の
考

え
方

（
目

標
：
産

卵
親

魚
の

増
大

）
 

 
０

才
魚

の
加

入
ま

で
は

、
環

境
要

因
に

よ
る

初
期

減
耗

が
大

き
く
、

特
段

の
措

置
は

求
め

て
い

な
い

。
 

①
漁

獲
努

力
量

の
抑

制
②

未
成

魚
の

漁
獲

削
減

漁
獲

努
力

量
の

抑
制

 

0.0
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10

12
14

16
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20

漁獲死亡係数

年
齢

F200…

０
才

魚
（67.1%) 

2才
魚

5.0%  

4才
魚

以
上

1.2%  

3才
魚

1.2%  

年
齢

別
漁

獲
尾

数
割

合
(2001

-2010年
の

平
均

）
 

1才
魚

(25.5%) 

成
魚

の
漁

獲
は

わ
ず

か
 

未
成
魚
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年
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未
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魚

 

成
魚

 

削
減
さ
れ
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部
分

 

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

年
齢

別
死

亡
率

と
未

成
魚

50％
削

減
の

コ
ン

セ
プ

ト
 

6
 

卵
の

数
と

未
成

魚
の

数
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動
向
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未
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加
入

状
況

 

ト
ン
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産
卵

量
の

動
向

 

千
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資
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0
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0
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産
卵
親
魚
量
と
産
卵
数
の
関
係

 

産
卵
親
魚
量
と
加
入
量
の
関
係

 

加入量（千尾） 

・親
が

多
い

と
産

卵
量

も
多

い
 

・親
魚

量
（２

万
ト

ン
以

上
）と

加
入

量
は

相
関

関
係

が
無

い
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5
 

○
太
平
洋
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
産
卵
量
は
、
南
西
諸
島
で
約
７
割
、
日
本
海
で
約
３
割
。

○
日
本
海
の
ま
き
網
漁
業
が
上
限
の
２
千
ト
ン
を
漁
獲
し
た
場
合
、
産
卵
量
に
与
え
る
影
響
は
、
全
体
の
６
％
。

■
日

本
海

の
ま

き
網

漁
業

に
よ

り
漁

獲
さ

れ
る

産
卵

量
の

割
合日

本
海

で
の

産
卵

 

・
太

平
洋

ク
ロ

マ
グ

ロ
資

源
の

う
ち

漁
獲

さ
れ

る
資

源
を

１
０

０
と

し
た

場
合

日
本

海
の

ま
き

網
漁

業
に

よ
る

漁
獲

相
当

分
：全

体
の

６
％

 

太
平

洋
で

の
産

卵
 

（
南

西
諸

島
）
 

産
卵

量
の

関
係

 

全
産

卵
量

1
0
0
%

う
ち

太
平

洋
（
南

西
諸

島
）

7
2
%

う
ち

日
本

海
2
8
%

6
%

2
0
0
0
ト

ン
漁

獲

相
当

分

8
 

○
管

理
期

間
を

1
月

1
日

～
12

月
3
1日

と
す

る
こ

と
の

困
難

性
。

●
曳

き
縄

に
よ

る
食

用
ヨ

コ
ワ

の
主

漁
期

は
冬

場
（
年

を
ま

た
ぐ

）
。

●
曳

き
縄

に
よ

る
養

殖
用

種
苗

ヨ
コ

ワ
の

主
漁

期
は

夏
場

。
●

多
く
の

地
域

で
、

定
置

の
主

対
象

魚
種

の
盛

漁
期

は
冬

場
。

○
過

去
の

月
別

漁
獲

実
績

か
ら

、
7月

1日
～

翌
年

6
月

3
0
日

を
管

理
年

と
す

る
 の

が
現

実
的

か
。

 
●

資
源

評
価

は
、

7
月

1日
～

翌
年

6
月

3
0
日

を
漁

期
年

と
し

て
い

る
。

補
足

説
明

 
そ

の
１

：
漁

期
を

ど
う

区
切

る
か

？
 

9
 

日
本

と
し

て
の

管
理

の
方

向
性

に
つ

い
て

 

12
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8
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2月
 

3
月

 
4
月

 
5
月

 
6月

 
7
月

 
8月

 
9月

 
10

月
 

11
月
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月
 

定
置

等
 

曳
き

縄
 

2
0
1
0
年

の
例

 
2
0
1
1
年

の
例

 

0 10 20 30 40

1月
 

2
月

 
3
月

 
4
月

 
5
月

 
6月

 
7月

 
8月

 
9
月

 
10

月
 

11
月

 
12

月
 

定
置

等
 

曳
き

縄
 

2
0
1
2
年

の
例

 

1
0
 

○
ま

ず
は

、
本

年
度

よ
り

試
験

実
施

し
、

報
告

頻
度

や
手

法
な

ど
に

つ
い

て
、

各
漁

協
、

各
都

道
府

県
に

御
協

力
頂

き
つ

つ
、

改
良

し
な

が
ら

進
め

る
。

 

○
報

告
は

、
各

県
が

管
下

漁
協

分
を

取
り

ま
と

め
、

漁
業

情
報

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

に
メ

ー
ル

等
で

報
告

。
併

せ
て

、
漁

協
か

ら
直

接
、

同
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
 

に
報

告
す

る
手

法
に

つ
い

て
も

試
験

実
施

。
 

※
 

報
告

頻
度

は
、

最
低

で
も

毎
月

一
回

と
し

、
本

試
験

で
は

頻
度

を
上

げ
て

の
報

 
 

 
告

も
実

施
。

 

○
報

告
様

式
は

、
沿

岸
く
ろ

ま
ぐ

ろ
漁

業
（承

認
制

）、
定

置
網

、
そ

の
他

の
漁

業
（
混

獲
等

）
の

３
種

類
。

 

○
ま

た
、

沿
岸

く
ろ

ま
ぐ

ろ
漁

業
は

、
本

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
漁

獲
実

績
報

告
と

リ
ン

ク
さ

せ
る

こ
と

で
、

漁
業

者
負

担
を

軽
減

。
 

補
足

説
明

 
そ

の
２

：
漁

獲
量

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

は
ど

の
よ

う
に

行
う

の
か

 

1
1
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○
漁

獲
量

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

は
、

属
人

。
沿

岸
各

地
に

ま
た

が
っ

て
操

業
す

る
場

合
で

も
、

属
人

で
管

理
。

漁
獲

実
績

は
あ

く
ま

で
も

所
属

す
る

都
道

府
県

を
通

じ
て

 
ブ

ロ
ッ

ク
単

位
で

管
理

。
 

○
し

か
し

な
が

ら
、

異
な

る
ブ

ロ
ッ

ク
で

操
業

す
る

場
合

、
相

手
先

の
海

域
で

は
警

報
や

操
業

自
粛

要
請

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
も

想
定

。
こ

の
場

合
は

相
手

先
の

状
 

況
に

準
じ

た
扱

い
。

つ
ま

り
、

操
業

自
粛

要
請

が
な

さ
れ

て
い

れ
ば

、
他

ブ
ロ

ッ
ク

 
の

県
外

船
も

当
然

、
操

業
自

粛
が

必
要

。
 

○
例

え
ば

、
Ａ

県
の

曳
き

縄
漁

船
が

Ｂ
ブ

ロ
ッ

ク
周

辺
海

域
で

操
業

す
る

場
合

、
Ｂ

ブ
ロ

ッ
ク

の
漁

獲
が

上
限

に
達

し
た

場
合

、
Ａ

県
の

曳
き

縄
漁

船
は

、
Ａ

ブ
ロ

ッ
 

ク
の

漁
獲

が
上

限
に

達
し

て
い

な
い

場
合

で
も

、
Ｂ

ブ
ロ

ッ
ク

で
の

操
業

を
自

粛
。

 

補
足

説
明

 
そ

の
３

：
県

外
船

の
扱

い
は

？
 

1
2
 

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
国

別
漁

獲
状

況
 

年
 

日
本

 
韓

国
 

台
湾

 
メ

キ
シ

コ
 

米
国

 
そ

の
他

 
合

計
 

総
計

 
未

成
魚

 
成

魚
 

未
成

魚
 

成
魚

 
未

成
魚

 
成

魚
 

未
成

魚
 

成
魚

 
未

成
魚

 
成

魚
 

未
成

魚
 

成
魚

 
未

成
魚

 
成

魚
 

19
9
4  

6
,16

5 
9,0

21 
50  

5
5
9
 

51 
14 

822
 

232  
2 

7,088 
9,828 

16,916 
19

9
5  

2
0
,74

0 
6,3

50 
821

  
3
3
7
 

10 
1 

918
 

46  
2 

22,490 
6,736 

29,226 
19

9
6  

9
,48

0 
4,5

27 
102

  
9
5
6
 

3,4
82 

218 
4,470

 
279  

4 
17,534 

5,985 
23,519 

19
9
7  

1
3
,61

0 
5,2

42 
1
,054  

1,8
14 

2
87 

81 
1,984

 
546  

14 
16,935 

7,697 
24,632 

19
9
8  

7
,04

9 
4,1

42 
188

  
1,9

10 
1 

0 
1,923

 
542  

20 
9,161 

6,614 
15,775 

19
9
9  

1
0
,62

4 
12,0

04 
256

  
3,0

89 
2,2

39 
165 

722
 

87  
21 

13,841 
15,366 

29,207 
20

0
0  

1
5
,44

5 
9,1

32 
2
,401  

2,7
82 

2,9
02 

216 
1,024

 
72  

21 
21,772 

12,223 
33,995 

20
0
1  

1
0
,25

1 
3,9

60 
1
,186  

1,8
43 

7
67 

97 
606

 
89  

50 
12,811 

6,039 
18,850 

20
0
2  

9
,30

9 
4,8

77 
932

  
1,5

27 
1,3

66 
344 

555
 

162  
66 

12,162 
6,976 

19,138 
20

0
3  

7
,95

1 
2,4

55 
2
,601  

1,8
84 

2,6
35 

619 
343

 
92  

60 
13,529 

5,110 
18,639 

20
0
4  

6
,78

5 
7,3

14 
773

  
1,7

17 
6,3

75 
2,519 

40
 

20  
77 

13,973 
11,648 

25,620 
20

0
5  

1
4
,79

6 
6,8

72 
1
,318  

1,3
70 

3,7
78 

765 
237

 
51  

27 
20,129 

9,084 
29,213 

20
0
6  

9
,82

8 
4,3

50 
1
,012  

1,1
50 

8,7
91 

1,136 
89

 
9  

24 
19,719 

6,670 
26,389 

20
0
7  

8
,51

5 
6,1

91 
1
,281  

1,4
11 

3,2
27 

920 
45

 
13  

24 
13,068 

8,559 
21,626 

20
0
8  

1
1
,87

9 
5,8

36 
1
,743 

123
  

9
8
1
 

3,7
06 

701 
75

 
19  

24 
17,402 

7,685 
25,087 

20
0
9  

9
,70

1 
4,8

96 
901

 
34

  
8
8
8
 

2,7
09 

310 
525

 
66  

24 
13,837 

6,219 
20,055 

20
1
0  

5
,50

0 
2,7

87 
1
,128 

68
  

4
0
9
 

5,7
31 

2,015 
95

 
28  

24 
12,454 

5,331 
17,785 

20
1
1  

9
,12

7 
4,6

59 
670

 
1
  

3
1
6
 

1,8
66 

865 
414

 
205  

24 
12,078 

6,069 
18,147 

20
1
2  

3
,81

5 
2,4

68 
1
,406 

16
  

2
1
3
 

5,2
80 

1,388 
516

 
144  

24 
11,017 

4,253 
15,270 

0
2
-0

4
年

の
 

平
均

 
8
,01

5 
4,8

82 
1
,435  

1,7
09 

3,4
58 

1,161 
312

 
91  

67 
13,221 

7,911 
21,133 

0
2
-0

4
年

の
8
5
%
（▲

1
5
%
）
 

6
,81

3 
1
,220  

2,9
40 

266
 

11,238 

0
2
-0

4
年

の
5
0
%
（▲

5
0
%
）
 

4
,00

7 
718

  
1,7

29 
156

 
6,611 

※
韓

国
及

び
台

湾
の

2
0
0
2
年

以
降

の
デ

ー
タ

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
IS

C
へ

の
提

出
デ

ー
タ

。
韓

国
及

び
台

湾
の

2
0
0
1
年

以
前

の
デ

ー
タ

、
並

び
に

日
本

、
メ

キ
シ

コ
、

米
国

及
び

そ
の

他
に

つ
い

て
は

、
国

際
水

産
資

源
研

究
所

に
よ

る
推

定
値

。
 

※
日

本
の

未
成

魚
・成

魚
の

区
分

に
つ

い
て

は
、

体
重

の
場

合
、

3
0
㎏

未
満

=
未

成
魚

、
3
0
㎏

以
上

=
成

魚
と

区
分

、
銘

柄
の

場
合

、
“ヨ

コ
ワ

”と
“メ

ジ
”は

未
成

魚
で

、
“マ

グ
ロ

”や
“シ

ビ
”は

成
魚

と
区

分
。

 

ト
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我
が

国
の

成
魚

・
未

成
魚

（
3
0
kg未

満
）
別

漁
獲

状
況

 

年
 

ま
き

網
全

体
 

は
え

縄
全

体
 

曳
き

縄
 

・
手

釣
り

 
竿

釣
り

 
定

置
網

 
そ

の
他

 
漁

業
種

類
 

合
計

 
総

計
 

大
型

魚
を

漁
獲

す
る

ま
き

網
 

小
型

魚
を

漁
獲

す
る

 
ま

き
網

 

は
え

縄
(遠

洋
・
近

海
) 

は
え

縄
(沿

岸
) 

太
平

洋
 

日
本

海
 

赤
道

以
北

 
赤

道
以

南
 

未
成

魚
 

成
魚

 
未

成
魚

 
成

魚
 

未
成

魚
 

成
魚

 
未

成
魚

 
成

魚
 

未
成

魚
 

成
魚

 
未

成
魚

 
成

魚
 

未
成

魚
 

成
魚

 
未

成
魚

 
成

魚
 

未
成

魚
 

成
魚

 
未

成
魚

 
成

魚
 

未
成

魚
 

成
魚

 
未

成
魚

 
成

魚
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成

魚
 

成
魚
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5
9
4
 

5
9
4
 

5
7
0
  

1
1
3
  

1
,2

7
3
 

4
9
2
 

4
3
7
 

3
4
3
 

3
,8

1
5
 

2
,4

6
8
 

6
,2

8
3
 

0
2
-
0
4
年

の
平

均
 

1
7
3
 

2
,0

0
8
  

1
,0

9
0
 

4
,3

7
2
  

4
,5

4
5
 

3
,0

9
8
  

1
2
1
  

9
  

1
,1

8
7
  

1
,3

1
7
 

2
,3

7
1
  

9
2
  

7
7
2
 

1
7
3
 

2
3
6
 

2
9
4
 

8
,0

1
5
 

4
,8

8
2
 

1
2
,8

9
7
 

※
国

際
水

産
資

源
研

究
所

に
よ

る
推

定
値

。
 

※
日

本
の

未
成

魚
・
成

魚
の

区
分

に
つ

い
て

は
、

体
重

の
場

合
、

3
0
㎏

未
満

=
未

成
魚

、
3
0
㎏

以
上

=
成

魚
と

区
分

、
銘

柄
の

場
合

、
“ヨ

コ
ワ

”と
“メ

ジ
”は

未
成

魚
で

、
“マ

グ
ロ

”や
“シ

ビ
”は

成
魚

と
区

分
。

 

ト
ン

 1
4
 

0
%

1
0

%

2
0

%

3
0

%

4
0

%

5
0

%

6
0

%

7
0

%

8
0

%

9
0

%

1
0

0%

西
部

太
平

洋
 

は
え

縄
 

各
漁

業
が

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

親
魚

量
に

与
え

る
イ

ン
パ

ク
ト

）
 

3
4

.4
%

 

1
7

.0
%

 

4
6

.7
%

 

1
.9

%
 

西
部

太
平

洋
ま

き
網

 

東
太

平
洋

漁
業

 

西
部

太
平

洋
沿

岸
漁

業
 

年
 

1
5
 

15
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こ
れ

ま
で

我
が

国
が

導
入

し
て

き
た

管
理

措
置

 

２
０

１
０

年
度

（
２

２
年

度
）

２
０

１
１

年
度

（
２

３
年

度
）

２
０

１
２

年
度

（
２

４
年

度
）

２
０

１
３

年
度

（
２

５
年

度
）

２
０

１
４

年
度

（
２

６
年

度
）

漁
業

管
理

沿
岸

漁
業

届
出

制
移

行
、

漁
獲

実
績

報
告

の
義

務
化

承
認

制
移

行
、

漁
獲

実
績

報
告

の
義

務
化

沖
合

漁
業

養
殖

業

 （以
降

、
毎

年
度

同
様

に
実

施
）

輸
入

管
理

韓
国

産
ク

ロ
マ

グ
ロ

メ
キ

シ
コ

産
ク

ロ
マ

グ
ロ

措
置

の
内

容

定
置

漁
業

の
免

許
数

抑
制

曳
き

縄
漁

業
等

の
自

由
漁

業

ま
き

網
漁

業
の

未
成

魚
管

理
（九

州
西

・日
本

海
及

び
太

平
洋

）

ま
き

網
漁

業
の

成
魚

管
理

（日
本

海
）

輸
入

業
者

等
へ

の
輸

入
増

大
抑

制
の

協
力

要
請

ク
ロ

マ
グ

ロ
養

殖
場

の
登

録
制

、
養

殖
実

績
報

告
の

義
務

化

養
殖

実
績

の
公

表

養
殖

場
拡

大
防

止
の

大
臣

指
示

輸
入

情
報

収
集

輸
入

業
者

等
へ

の
輸

入
増

大
抑

制
の

協
力

要
請

輸
入

情
報

収
集

1
0
年

1
月

1
1
年

7
月

～
（日

本
海

・九
州

西
）、

1
2
年

7
月

～
（太

平
洋

、
瀬

戸
内

海
）

1
4
年

4
月

～
（全

海
区

）

1
1
年

1
月

1
0
年

1
月

1
1
年

1
月

1
1
年

2
月

1
1
年

9
月

1
1
年

4
月

1
1年

4
月

11年
1月

～
12月

3
月

公
表

1
2
年

1
月

収
集

12年
10月

4
,2

5
0ト

ン
（20

1
4年

）

2
,0

0
0
ト

ン
/
年

5
,000

ト
ン

/
年

（
１

）
総

括
表

 

1
6
 

（
２

）
沖

合
漁

業
の

管
理

強
化

(大
中

型
ま

き
網

漁
業

) 

○
未
成
魚
（
3
0
㎏
未
満
）

九
州

西
・
日

本
海

及
び

太
平

洋
に

お
け

る
大

中
型

ま
き

網
漁

業
に

よ
る

年
間

の
総

漁
獲

量
を

以
下

の
数

量
未

満
に

制
限

。

2
0
1
1
～

2
0
1
3
年

 ：
5
,0

0
0
ト

ン
未

満
（
0
5
-0

9
年

比
約

2
2
％

削
減

）
 

      2
0
1
4
年

 ：
4
,2

5
0
ト

ン
未

満
（
0
5
-0

9
年

比
約

3
4
％

削
減

） 

○
成

 魚
（
3
0
㎏
以
上
）

日
本

海
に

お
け

る
大

中
型

ま
き

網
漁

業
に

よ
る

産
卵

期
（
6
～

8
月

）の
総

漁
獲

量
を

2
,0

0
0
ト

ン
未

満
に

制
限

。
（
0
5
-0

9
年

比
約

1
3
％

削
減

）

W
CP
F
Cの

保
存
管
理
措
置
と
は
別
に
追
加
的
に
実
施
し
て
い
る
も
の

 

W
CP
F
Cの

保
存
管
理
措
置
に
基
づ
い
て
実
施
し
て
い
る
も
の

 

【平
均

漁
獲

量
】
 

2
0
0
2

-0
4
年

平
均

 ：
5
,0

0
0
ト

ン
 

2
0
0
5

-0
9
年

平
均

 ：
6
,4

3
5
ト

ン
 

【漁
獲

実
績

】
 

2
0
1
1
年

実
績

 
：
4
,2

5
4
ト

ン
 

2
0
1
2
年

実
績

 
  ：

3
,2

3
4
ト

ン
 

2
0
1
3
年

実
績

 
  ：

1
,6

4
9
ト

ン
 

【平
均

漁
獲

量
】
 

2
0
0
2
-0

4
年

平
均

 ：
1
,1

0
0
ト

ン
 

2
0
0
5
-0

9
年

平
均

 ：
2
,3

0
0
ト

ン
 

【漁
獲

実
績

】
 

2
0
1
1
年

実
績

 
：
1
,7

9
6
ト

ン
 

2
0
1
2
年

実
績

   
 

：
   7

0
2
ト

ン
 

2
0
1
3
年

実
績

   
 

：
1
,5

6
0
ト

ン
 

1
7
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1
0

 

（
３

）
沿

岸
漁

業
の

管
理

強
化

 

広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
海
域
区
分

 

 

届
出
制
か
ら
承
認
制
へ
移
行
 

広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示
 

に
基
づ
き
隻
数
制
限
を
導
入
 

 

※
対
象
漁
業
、
提
出
書
類
及
び
漁
獲
実
績
報
告
書
は
基
本
的
に
届
出
制
と
同
様
【
法
的
根
拠
：
漁
業
法
（
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
）
】
 

自
由
漁
業

(曳
き
縄
漁
業
等

)に
届
出
制
を
導
入
 

漁
獲
実
績
報
告
の
義
務
化
 

（
平
成

23年
4月

か
ら
順
次
実
施
）
 

こ
れ
ま
で

 
沿
岸
ク
ロ
マ
グ
ロ
漁
業
の
実
態
把
握
 

（
漁
獲
量
、
漁
法
、
水
揚
げ
場
所
、
操
業
海
域
、

ト
ン
数
階
層
等
）
 

平
成

2
6
年

4
月

1
日
以
降

 

沿
岸
ク
ロ
マ
グ
ロ
漁
業
の
管
理
体
制
の
強
化
 

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

 

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

 

県
名

 
届

出
 

承
認

 
県

名
 

届
出

 
承

認
 

県
名

 
届

出
 

承
認

 
北

海
道

 
131 

969  石
川

県
 

741 
1,027  山

口
県

 
699 

1,816 

青
森

県
 

443 
2,068  福

井
県

 
386 

304  徳
島

県
 

250 
492 

岩
手

県
 

0 
119  静

岡
県

 
528 

1,025  香
川

県
 

0 
0 

宮
城

県
 

7 
33  愛

知
県

 
1 

1  愛
媛

県
 

62 
90 

秋
田

県
 

83 
175  三

重
県

 
1,057 

1,077  高
知

県
 

1,171 
2,949 

山
形

県
 

91 
150  京

都
府

 
269 

264  福
岡

県
 

597 
668 

福
島

県
 

124 
719  大

阪
府

 
0 

11  佐
賀

県
 

37 
46 

茨
城

県
 

324 
367  兵

庫
県

 
232 

253  長
崎

県
 

1,917 
2,503 

千
葉

県
 

464 
580  和

歌
山

県
 

1,151 
1,897  熊

本
県

 
54 

134 
東

京
都

 
533 

526  鳥
取

県
 

592 
651  大

分
県

 
58 

146 

神
奈

川
県

 
126 

323  島
根

県
 

101 
1,054  宮

崎
県

 
530 

669 
新

潟
県

 
68 

186  岡
山

県
 

0 
0  鹿

児
島

 
260 

519 

富
山

県
 

54 
270  広

島
県

 
0 

1  沖
縄

県
 

3 
4 

合
計

13,144 
24,086 


ク
ロ
マ
グ
ロ
を
主
た
る
漁
獲
物
と
す
る

定
置
漁
業
の
免
許
数
の
抑
制
等

 

【
法
的
根
拠
：
漁
業
法
】

 

 

定
置
漁
業
の
免
許
数
抑
制

 

（
2
0
1
0年

1月
か
ら
実
施
）

 

農
林

水
産

大
臣

か
ら

各
都

道
府

県
知

事
に

指
示

 
注

：黄
色

マ
ー

カ
ー

は
承

認
数

が
1，

000以
上

の
都

道
府

県
 

1
8
 

17



資料１－３－②

沿岸くろまぐろ漁業の承認制について

１．導入までの経過

（１）中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）は、2014年の保存管理措置として、未成魚

を2002-2004年の平均漁獲量（8,015ﾄﾝ）から15％削減（6,813ﾄﾝ）することで合意。

（２）未成魚を多く漁獲するひき縄や釣りなどの沿岸漁業については、漁獲量管理は技術

的に困難であることから、漁獲努力量（隻数）を制限する方針で、隻数管理を実施。

委員会指示第23号を発動し、届出制から承認制へと移行（H26.4.1～）。

２．導入後の情勢の変化

（１）WCPFCは、2015年の保存管理措置として、未成魚を2002-2004年の平均漁獲量（8,01

5ﾄﾝ）から半減（4,007ﾄﾝ）させることで合意する見通し。

（２）これを受け、沿岸漁業等についても、2,007ﾄﾝを上限として未成魚の漁獲量管理に

取り組むことと方針転換し、全国レベルで関係者（都道府県、漁協、漁業者）の協力

を仰ぎつつ、漁獲モニタリングを開始。

３．現状の整理

（１）着実に資源を回復させるため、厳格な漁獲量管理が求められている状況。

（２）24,000隻に及ぶ沿岸くろまぐろ漁業において、漁獲モニタリングを着実に実施する

ためには、承認制による管理体制の堅持と適時的確な漁獲成績の報告が重要。

（３）ISCによる資源評価の更新は平成28年に予定され、それまでの間、今般の資源評価

を踏まえた保存管理措置が維持される見込み。

４．対応方針

（１）現行の承認制を踏襲しつつ、漁獲モニタリングの実施体制と整合するよう、指示内

容を見直し。

（２）情勢の変化に伴い、漁獲モニタリングの実施に係る関係者の事務負担が急増してい

ることから、承認制に伴う事務負担を極力軽減。

（３）当分の間、現行の承認隻数を上限とし、今後、操業実績等を整理した上で、必要に

応じて隻数削減などの措置を検討。

５．委員会指示第25号の概要

（１）現行の委員会指示第23号で承認を受けた者に限り、引き続き操業を承認。

・ 新規承認は行わず、承認上限隻数を維持。既存の承認者をみなし規定で引き続き

承認し、再度の申請を要さずに承認証を交付。

（２）漁獲モニタリングの実施に対応し、引き続き漁獲実績報告書の提出を義務付け。

・ 報告方法等の詳細は別に定めることとし、漁獲モニタリングの運用の変更（頻度

の増など）にも柔軟に対応。

（３）承認の有効期間を現行の１年から２年に延長

・ 有効期間は、ISCの資源評価更新年次（平成28年）までとする。



（
参
考
）
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
承
認
制
に
係
る
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
三
号
・
第
二
十
五
号
（
案
）
比
較
表

（
下
線
部
分
は
変
更
部
分
）

指

示

案

（

第

二

十

五

号

）

現

行

（

第

二

十

三

号

）

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
五
号

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

定
に
基
づ
き
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

長
野

章

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

原

一
郎

１

定
義

１

定
義

（
略
）

（
略
）

２

操
業
の
禁
止

（
新
設
）

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
の
間
に
、

瀬
戸
内
海
に
お
い
て
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
こ
の
指
示
の
有
効
期
間
の
開
始
の
日
の
前
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三

十
一
日
）
に
お
い
て
、
現
に
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
三

号
の
２
の
第
一
号
又
は
３
の
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
瀬
戸

内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け

て
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
ん
で
い
る
者
（
以
下
「
現
承
認
者
」
と
い
う
。

）
は
、
こ
の
指
示
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
漁
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。



３

操
業
の
承
認

２

操
業
の
承
認

（
１
）
現
承
認
者
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三

（
１
）
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
の
間
に

十
一
日
の
間
に
、
瀬
戸
内
海
に
お
い
て
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
も
う

瀬
戸
内
海
に
お
い
て
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
使

と
す
る
場
合
に
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け

用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
ま
で
に
申
請
し
、
あ
ら
か

れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
め
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、
現
承
認
者
に
つ
い
て
、
前
号

（
２
）
前
号
の
承
認
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
に
よ
る
承

の
承
認
を
受
け
た
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
現
承
認
者
か
ら

認
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
、
漁
船
法
（
昭
和
二
十
五
年

別
段
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
十
条
に
よ
る
漁
船
原
簿
の
謄
本
を
添
え
て
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
、
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
、
同

条
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
旨
の
確
認
を
都
道
府
県
か
ら
受

け
た
と
き
は
、
申
請
に
当
た
り
、
漁
船
原
簿
の
謄
本
の
添
付
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
３
）
第
一
号
の
承
認
の
申
請
は
、
申
請
者
の
住
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
ご
と

に
、
委
員
会
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
瀬
戸
内
海
漁

業
調
整
事
務
所
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

承
認
証
の
交
付

（
３
）
委
員
会
は
、
第
一
号
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
現
承
認
者
に
別
記
様

（
１
）
委
員
会
は
、
２
の
第
一
号
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
別
記
様
式

式
第
一
号
に
よ
る
承
認
証
を
交
付
す
る
。
次
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
基
づ

第
二
号
に
よ
る
承
認
証
を
交
付
す
る
。
次
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
い

い
て
す
る
承
認
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

て
す
る
承
認
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

（
４
）
前
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
申
請
書
の
記
載
事

（
２
）
前
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
申
請
書
の
記
載
事



項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
別
記
様
式
第
二
号
に
、
現
に
所

項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
別
記
様
式
第
三
号
に
、
現
に
所

持
し
て
い
る
承
認
証
を
添
え
て
、
委
員
会
に
変
更
の
申
請
を
し
、
そ
の
承
認

持
し
て
い
る
承
認
証
を
添
え
て
、
委
員
会
に
変
更
の
申
請
を
し
、
そ
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
５
）
前
号
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
が
船
名
又
は
船
舶
総
ト
ン
数
の
変
更
に
係
る

（
３
）
前
号
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
が
船
名
又
は
船
舶
総
ト
ン
数
の
変
更
に
係
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
漁
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
漁
船
法
第
十
条
に
よ
る
漁
船
原
簿
の
謄
本
を
添
え
な

十
条
に
よ
る
漁
船
原
簿
の
謄
本
（
以
下
「
原
簿
謄
本
」
と
い
う
。
）
を
添
え

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
人
が
、
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
に
つ
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
、
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
に
つ

て
、
同
条
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
旨
の
確
認
を
都
道
府
県

い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
旨
の
確
認
を
都
道
府

か
ら
受
け
た
と
き
は
、
申
請
に
当
た
り
、
漁
船
原
簿
の
謄
本
の
添
付
を
省
略

県
か
ら
受
け
た
と
き
は
、
申
請
に
当
た
り
、
原
簿
謄
本
の
添
付
を
省
略
す
る

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
６
）
委
員
会
は
、
第
一
号
の
承
認
を
受
け
た
者
（
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
変
更

（
４
）
委
員
会
は
、
２
の
第
一
号
の
承
認
を
受
け
た
者
（
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

の
承
認
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
「
旧
承
認
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
当

変
更
の
承
認
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
「
旧
承
認
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
、

該
承
認
の
期
間
中
に
、
当
該
承
認
に
係
る
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
者
が

当
該
承
認
の
期
間
中
に
、
当
該
承
認
に
係
る
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
者

当
該
承
認
の
承
継
の
申
請
を
し
た
際
は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

が
当
該
承
認
の
承
継
の
申
請
を
し
た
際
は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

い
。

な
い
。

（
７
）
前
号
の
承
認
の
承
継
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
三
号
及
び
第
三
号
の
二
に

（
５
）
２
の
第
二
号
の
規
定
は
、
前
号
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

よ
る
承
認
申
請
書
に
、
旧
承
認
者
が
現
に
所
持
し
て
い
る
承
認
証
、
別
記
様

の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
は
、
旧
承
認
者
が
現
に
所
持
し
て
い
る
承
認
証

式
第
四
号
に
よ
る
廃
業
届
及
び
原
簿
謄
本
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

及
び
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
廃
業
届
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

だ
し
、
申
請
者
が
、
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
、
漁
船
法
第
十
条
に

規
定
す
る
登
録
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
旨
の
確
認
を
都
道
府
県
か
ら
受
け
た

と
き
は
、
申
請
に
当
た
り
、
原
簿
謄
本
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
８
）
旧
承
認
者
は
、
当
該
漁
業
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
第
六
号
の
規
定
に
よ
り

当
該
承
認
に
係
る
地
位
が
承
継
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
別
記
様



式
第
四
号
に
よ
る
廃
業
届
に
、
現
に
所
持
し
て
い
る
承
認
証
を
添
え
て
、
委

員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
９
）
第
四
号
及
び
第
六
号
の
申
請
並
び
に
前
号
の
届
出
は
、
申
請
者
の
住
所
の

（
６
）
第
二
号
又
は
第
四
号
に
よ
る
申
請
は
、
事
務
局
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と

所
在
す
る
都
道
府
県
ご
と
に
、
委
員
会
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）

す
る
。

で
あ
る
瀬
戸
内
海
漁
業
調
整
事
務
所
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

漁
獲
実
績
報
告
書

４

漁
獲
実
績
報
告
書

３
の
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に

２
の
第
一
号
又
は
３
の
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、

係
る
漁
業
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二
に
よ
る
漁
獲
実
績

当
該
承
認
に
係
る
漁
業
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二
に
よ

報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
漁
獲
実
績
報
告
書
を
平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
事
務
局
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

承
認
証
の
再
交
付
の
申
請

５

承
認
証
の
再
交
付
の
申
請

承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
亡
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
別
記

承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
亡
失
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
別
記
様

様
式
第
六
号
を
事
務
局
へ
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

式
第
六
号
を
事
務
局
へ
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

承
認
の
取
消
し

６

承
認
の
取
消
し

委
員
会
は
、
承
認
を
受
け
た
者
が
、
法
第
六
十
八
条
第
四
項
で
準
用
す
る
法

委
員
会
は
、
承
認
を
受
け
た
者
が
、
漁
業
法
第
六
十
八
条
第
四
項
で
準
用
す

第
六
十
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た

る
同
法
第
六
十
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
大
臣
の
命
令
に
違

場
合
は
、
承
認
を
取
り
消
し
、
当
該
取
消
し
を
受
け
た
者
は
、
速
や
か
に
、
そ

反
し
た
場
合
は
、
承
認
を
取
り
消
し
、
当
該
取
消
し
を
受
け
た
者
は
、
速
や
か

の
承
認
証
を
事
務
局
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
そ
の
承
認
証
を
事
務
局
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



７

指
示
の
有
効
期
間

７

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七

一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

８

そ
の
他

（
新
設
）

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
五
号
（
案
）

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
五
日

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

長
野

章

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

(

１)

「
瀬
戸
内
海
」

漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
二
十
七

条
に
定
め
る
瀬
戸
内
海

(

２)

「
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
」

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
漁

業
で
あ
っ
て
、
動
力
漁
船
に
よ
り
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

イ

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
置
漁
業

ロ

法
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
共
同
漁
業

ハ

法
第
七
条
に
規
定
す
る
入
漁
権
に
基
づ
き
営
む
共
同
漁
業

ニ

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
漁
業

ホ

法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十

三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令

（
平
成
六
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
大
臣

許
可
漁
業
若
し
く
は
同
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す
る

届
出
漁
業

へ

法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
漁
業

２

操
業
の
禁
止

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
の
間
に
、
瀬
戸
内
海

に
お
い
て
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
指
示
の
有

効
期
間
の
開
始
の
日
の
前
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
）
に
お
い
て
、
現
に
瀬

戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
十
三
号
の
２
の
第
一
号
又
は
３
の
第
二
号
若
し

く
は
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と

い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
ん
で
い
る
者
（
以
下
「
現
承
認

者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
指
示
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
漁
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

３

操
業
の
承
認

(

１)

現
承
認
者
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

の
間
に
、
瀬
戸
内
海
に
お
い
て
、
沿
岸
く
ろ
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
は
、



使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、
現
承
認
者
に
つ
い
て
、
前
号
の
承
認

を
受
け
た
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
現
承
認
者
か
ら
別
段
の
申
出
が
あ

っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
３
）
委
員
会
は
、
第
一
号
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
現
承
認
者
に
別
記
様
式
第
一

号
に
よ
る
承
認
証
を
交
付
す
る
。
次
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
す
る
承
認
に

お
い
て
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

(

４)

前
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
申
請
書
の
記
載
事
項
に
変

更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
別
記
様
式
第
二
号
に
、
現
に
所
持
し
て
い
る
承
認

証
を
添
え
て
、
委
員
会
に
変
更
の
申
請
を
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

５)

前
号
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
が
船
名
又
は
船
舶
総
ト
ン
数
の
変
更
に
係
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
漁
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
十
条
に
よ
る
漁
船

原
簿
の
謄
本
（
以
下
「
原
簿
謄
本
」
と
い
う
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
申
請
者
が
、
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
旨
の
確
認
を
都
道
府
県
か
ら
受
け
た
と
き
は
、
申
請
に
当
た
り
、
原
簿

謄
本
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

６)

委
員
会
は
、
第
一
号
の
承
認
を
受
け
た
者
（
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
承
認

を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
「
旧
承
認
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
当
該
承
認
の
期
間
中

に
、
当
該
承
認
に
係
る
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
承
認
の
承
継
の
申
請
を

し
た
際
は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

７)

前
号
の
承
認
の
承
継
の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
三
号
及
び
第
三
号
の
二
に
よ
る
承

認
申
請
書
に
、
旧
承
認
者
が
現
に
所
持
し
て
い
る
承
認
証
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る

廃
業
届
及
び
原
簿
謄
本
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
、
当
該
申

請
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
、
漁
船
法
第
十
条
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

旨
の
確
認
を
都
道
府
県
か
ら
受
け
た
と
き
は
、
申
請
に
当
た
り
、
原
簿
謄
本
の
添
付
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
８
）
旧
承
認
者
は
、
当
該
漁
業
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
承

認
に
係
る
地
位
が
承
継
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る

廃
業
届
に
、
現
に
所
持
し
て
い
る
承
認
証
を
添
え
て
、
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

９)

第
四
号
及
び
第
六
号
の
申
請
並
び
に
前
号
の
届
出
は
、
申
請
者
の
住
所
の
所
在
す

る
都
道
府
県
ご
と
に
、
委
員
会
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
瀬
戸

内
海
漁
業
調
整
事
務
所
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

漁
獲
実
績
報
告
書

３
の
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
漁
業

に
つ
い
て
、
別
記
様
式
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二
に
よ
る
漁
獲
実
績
報
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。



５

承
認
証
の
再
交
付
の
申
請

承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
亡
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六

号
を
事
務
局
へ
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

承
認
の
取
消
し

委
員
会
は
、
承
認
を
受
け
た
者
が
、
法
第
六
十
八
条
第
四
項
で
準
用
す
る
法
第
六
十
七

条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
は
、
承
認
を
取

り
消
し
、
当
該
取
消
し
を
受
け
た
者
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
承
認
証
を
事
務
局
に
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十

一
日
ま
で
と
す
る
。

８

そ
の
他

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。



様式第一号 

沿岸くろまぐろ漁業承認証 

承認番号  

住  所  

氏  名  

船  名  

漁   船 

登録番号 

 

承認期間 平成 年  月   日 から 

平成 年 月  日 まで 

 

平成    年  月  日 

 

瀬戸内海広域漁業調整委員会会長   ㊞ 

備考：用紙は、日本工業規格Ａ６とする。 



 

様式第二号 

 

沿岸くろまぐろ漁業変更承認申請書 

    

                               平成  年  月  日 

 

 

瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

        住所： 

        氏名（法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名）：   ㊞ 

 

 

   年  月  日付けで提出した、沿岸くろまぐろ漁業承認申請書の記載事項に下記のとおり

変更が生じたので、（関係書類を添えて）申請します。 

 

記 

 

  １ 変更しようとする事項 

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

  

 

  ２ 漁船原簿の登録確認 

   

     漁船原簿の記載内容と相違がないことを確認した。 

 

       確認者：職・氏名             ㊞ 

 

 

備考：用紙は、日本工業規格Ａ４とすること。 



 

様式第三号 

 

沿岸くろまぐろ漁業承認申請書 

    

                               平成  年  月  日 

 

 

瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

        住所： 

        氏名（漁協又は法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名）：   ㊞ 

 

 

 様式第三号の二に記載の者○○名が、瀬戸内海広域漁業調整委員会指示に基づく沿岸くろまぐろ

漁業について、次のとおり（関係書類を添えて）承認を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第三号の二に記載された申請者の漁船登録に関する記載事項について、漁船原簿の記載内容

と相違がないことを確認した。 

 

 平成  年  月  日 

   

         確認者：職・氏名               ㊞ 



様式第三号の二

漁業の方法

船名
漁船登録

番号
船舶総ト

ン数
曳き縄・はえ縄
釣り・その他

承認番号

〔備考〕
１　漁業の方法は、該当するものを記入すること。なお、その他を記入する場合、具体的な漁法を備考欄に記入すること。
２　操業海域は、Ｓ（瀬戸内海）と記入すること。
３　１枚で記入できない場合には、適宜追加して記入すること。

主な水揚げ市場
（又は漁協）

申請者証明印 備考
氏名(法人にあっ
ては、名称及び代

表者の氏名）
申請者住所

使用する船舶
操業
海域

操業予定時期



 

様式第四号 

 

廃  業  届 

    

                               平成  年  月  日 

 

 

瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

        住所： 

        氏名（法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名）：   ㊞ 

 

 

 下記の船舶は、沿岸くろまぐろ漁業に使用することを廃止します。 

 

記 

 

１ 船名 

 

２ 漁船登録番号 

 

３ 船舶総トン数 

 

４ 承認番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：用紙は、日本工業規格Ａ４とすること。 



 

様式第五号 

 

沿岸くろまぐろ漁業漁獲実績報告書 

    

                               平成  年  月  日 

 

 

瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

        住所： 

        氏名（漁協又は法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名）：   ㊞ 

 

 

 様式第五号の二に記載の者○○名の、瀬戸内海広域漁業調整委員会指示に基づく沿岸くろまぐろ

漁業における漁獲実績を次のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第五号の二 i

　　　　　　　　　漁業協同組合　　　　　　　　　支所

RD GG SD その他 RD GG SD その他

（注）

＊１：S（瀬戸内海）と記入すること。

＊２：水揚げ市場が不明な場合、取扱い漁協名を記入すること。また、「養殖用種苗」にあっては、漁獲後、最初に活け入れ、又は蓄養した漁場を管轄している漁協名を記入すること。

＊３：鮮魚出荷分の漁獲実績は、１尾あたりの魚体重が４kg未満、４kg以上30ｋｇ未満、30ｋｇ以上の３区分に分けて記入すること。

　　　４㎏上・下を仕分けする銘柄区分がない場合には、目視、経験則等による記入でよい。４ｋｇ以上の銘柄区分については次のとおり。

　　　 RD：(ﾗｳﾝﾄﾞ)魚全体（えら、内臓付）、GG：(ｼﾞｰｼﾞｰ)えらと内臓を除去したもの、SD：(ｾﾐﾄﾞﾚｽ)えら、内臓と尾鰭を除去したもの、その他：以上の3区分に該当しないもの

＊４：「1尾当たりの平均魚体重」については、目視、経験則又は数尾の直接計測等に基づく記入でよい。

〔備考〕

１　月毎に別葉で作成し提出すること。なお、漁協を経由せずに報告する場合は、一葉で提出することも可。ただし、その場合も月毎に実績を整理し、備考欄に何月分かを記入すること。

２　漁業の方法、水揚げ市場については、その月に該当する主なものを記入すること。

30ｋｇ以上　

鮮魚(kg)＊3
漁業の方法

曳き縄、はえ縄
釣り、その他

承認番号
漁業者の氏名
(または名称)

使用船舶名
漁船登
録番号

船舶総
トン数

本人
証明印

　　平成　　　年　　月分実績

４㎏以上30ｋｇ未満 備考

尾　数

水揚げ
市場
＊2 ４㎏

未満

１尾当たりの
平均魚体重

（㎏）＊４

操業海域
＊1

漁獲量

養殖用種苗



様式第六号 

 

承認証再交付申請書 

    

                               平成  年  月  日 

 

 

瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

        住所： 

        氏名（法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名）：   ㊞ 

 

 

 下記の船舶に係る沿岸くろまぐろ漁業の承認証について、再交付を申請します。 

 

記 

 

１ 船名 

 

２ 漁船登録番号 

 

３ 船舶総トン数 

 

４ 承認番号 

 

５ 再交付の原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：用紙は、日本工業規格Ａ４とすること。 
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